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平成３０年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３０年６月２０日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。また、

６番、奥村英俊議員からおくれる旨の届け出があ

りました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 川 口 京 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

経済部所管事業について外１件を、塩田昌彦議

員。

〇１０番（塩田昌彦議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い順次質問をしてまいります。

大項目の１、経済部所管事業について３点お聞

きをいたします。小項目の１、国際交流における

台湾交流推進の方向性についてお伺いします。平

成２５年度に始まった台湾との交流から５年が経

過し、本年度において台湾交流の推進の一本化や

事業の見直しについて検討がなされ、市政執行方

針において交流の推進体制を名寄日台親善協会に

一本化を図るとしておりますが、今後の台湾交流

の展望と方向性についてお知らせください。

小項目の２、ことしで４０回目を迎える産業ま

つりについてお聞きをいたします。ことしで４０

回を迎える産業まつりについて、行政や農協、そ

して農業、商業等の関係機関、団体で組織する産

業まつり実行委員会での協議が進められていると

思いますが、催しの内容や目玉事業など協議経過

について、また産業まつりも４０回目と節目を迎

えましたが、今後のあり方、方向性についてお知

らせください。

小項目の３、食育推進と地産地消の取り組みに

ついて。本年食育推進計画が見直され、平成３４

年まで５年間の第３次食育推進計画が示されまし

た。計画では、第１次を周知、第２次は実践へ、

そして第３次計画のテーマを拡大と位置づけてお

りますが、どのように周知がなされ、実践につな

がり、その検証を踏まえ拡大を図ろうとしている

のかお知らせください。また、地産地消の取り組

みが食育推進にどのように結びついているのか、

地産地消の推進状況についてもお知らせください。

次に、大項目の２、ふるさと納税について、小

項目の１、平成２９年度実績について。平成２９

年度実績と直近の実績比較についてお知らせくだ

さい。

小項目の２、ふるさと納税の取り組み状況につ

いて。全国的にふるさと納税に対する関心が高ま

っておりますが、名寄市が進めてきた取り組みの

変化についてお知らせください。

小項目の３、ふるさと納税の効果について。ふ

るさと納税は、地方創生の観点から名寄市がまち

づくりのための原資を募る寄附と理解しておりま

すが、寄附がどのように生かされているのか、名

寄市を応援してくれる方々への周知と工夫につい

てお知らせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。塩

田議員から大項目で２点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１の小項目１を私から、大

項目１の小項目２、３については経済部長、大項

目２については総務部長からの答弁となります。

大項目１、経済部所管事業について、小項目１、

国際交流における台湾交流推進の方向性について
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申し上げます。台湾との交流も５年を経過をし、

交流の裾野を広げつつ一層の交流推進を図るため

には、交流の本来の担い手と言ってもいい名寄日

台親善協会や市民が交流に積極的に関与すること

が必要であると考えております。このことから、

昨年度設置をいたしました台湾交流推進協議会の

検討結果も踏まえ、台湾との交流事業は名寄日台

親善協会が主体となり、人的交流を今後とも継続

することとその人的交流から台湾との人的ネット

ワークを構築することで経済交流に発展するよう

交流の推進体制を一本化し、実施をしてまいりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、小項目

の２、ことしで４０回目を迎える産業まつりにつ

いて申し上げます。

なよろ産業まつりにつきましては、基幹産業で

ある農業を中心に地産地消の推進と名寄の産業を

広く市内外に情報発信し、ＰＲすることを目的に

開催をするもので、さきの第１回の実行委員会に

おきまして８月２６日、なよろ健康の森での開催

と本年はイベントのサブタイトルでもあります

「もち米日本一」をテーマに発信することを確認

をしたところでございます。主な取り組みについ

てでございますが、現在まだ検討段階のもありま

すけれども、まず恒例のイベントにつきましては

餅まきで、日本一にちなみその量をふやし、新婚

カップルにも参加をいただくなど福を分ける取り

組みとして予定をしているほか、なよろもちつき

チャンピオン決定戦、子供餅つきなどに取り組ん

でまいります。ステージイベントでは、旭川西高

書道部の皆さんによる書道パフォーマンスや餅つ

き芸でおなじみのお笑い芸人クールポコに出演依

頼をしているところでございます。また、会場内

には当市のモチ米を使った加工品コーナーやＳＮ

Ｓコーナーを設置をし、顔出しパネルやかぶり物、

はんてんなどを用意して来場者の皆さんに楽しみ

ながら「もち米日本一」を情報発信していただき

たいと考えてございます。このほかにも赤福など

の販売コーナーや牛の丸焼き、トントンコーナー、

ミニ列車や農協青年部によるゲーム、トラクター

馬車など子供から大人まで一日楽しめるイベント

となるよう実行委員会で準備を進めているところ

でございます。

次に、小項目の３、食育推進と地産地消の取り

組みについて申し上げます。本市における食育推

進計画につきましては、平成２０年３月に第１次

計画を策定し、以降第２次計画を経て現在の第３

次計画に至っているところでございます。第１次

計画におきましては、「豊かな食材、家族いっし

ょに楽しい食事」をテーマに７つの推進目標を定

めておりますが、中でも子供の朝御飯の欠食や個

食を初め、食生活の乱れが大きな課題であったこ

とから、食に対する正しい知識や選択する力を習

得し、健全な食生活の実践に向けて家庭や学校に

加え、行政、消費者、生産者、経済団体など地域

の取り組みを意識しました。この１次計画の取り

組みにより、食育や地産地消という言葉が市民に

浸透し、食育の意義や重要性について一定の理解

を得ることができました。しかし、一方で多忙な

現代の暮らしにおきましては調理の時間短縮や利

便性が求められ、栄養のバランスや過度の摂取、

欠食など食生活の乱れが生じてきました。このた

め、第２次計画では気づいて学び行動するという

視点に立ち、体験的な学習の場をより多く設け、

実践に結びつけることをテーマとして各団体や関

係機関などが食育セミナー、親子料理教室の開催

や農業体験の実施のほか、食品安全などの食に関

する情報提供を行ってきたところであります。

平成２８年度に実施をした市民アンケート結果

では、平成２４年度に比べて食に対する意識や健

康意識、農業体験への参加者数、朝御飯の欠食者

数で改善が見られたほか、名寄産農畜産物の使用

に関しましても心がけている方が米と肉で半数以

上、野菜では約８割となっており、意識の高まり、

取り組みの成果がうかがえます。しかし、名寄産
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農畜産物の購入については、野菜で約３割、米と

肉では約半数の方が購入しやすい環境にないとし

ており、今後の課題となっているところでありま

す。

また、学校給食においても名寄産農畜産物を積

極的に取り入れており、なよろ給食の日ではメニ

ュー全てに名寄産食材を使用するなど地産地消の

推進や生産者への感謝と理解の向上に努めている

ところであります。

第３次計画では、これまでの１０年間の取り組

みを踏まえ、第１次、第２次の推進目標を継承し

ながら食育の意義を知る人や実践する人と体験の

場などを拡大し、「豊かで恵まれた自然と農 そ

こから生まれる食に感謝し 健やかな体と豊かな

心を育む 北のまち名寄」を基本理念とし、家庭

を初め各関係者が共通認識のもと、協働しながら

食育推進に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

ふるさと納税について、小項目で３点にわたって

御質問いただきました。初めに、小項目１、平成

２９年度の実績についてお答えいたします。

ふるさと納税は、平成２０年度に制度化され、

名寄市におきましては平成２６年度からふるさと

応援寄附記念品贈呈事業を開始し、おおむね順調

に寄附額が増加してきているところであります。

ここ３年間の寄附件数と寄附額の実績を申し上げ

ますと、平成２７年度が９８６件で ２０８万

２１５円、平成２８年度が６８２件で ００１万

０００円、平成２９年度は ５７５件で ６２

３万 ０３４円となり、対前年で約 ６倍に増加

いたしました。これは、２９年度から新たに始め

ましたふるさと納税専用サイトへの掲載が要因と

しては大きいと考えております。

次に、小項目２、ふるさと納税の取り組み状況

についてお答えいたします。記念品の発送業務に

つきましては、本市が記念品贈呈事業をスタート

させた平成２６年度からなよろ観光まちづくり協

会に委託をしており、返礼品の選定についても協

議、連携しながら行っているところです。先ほど

申し上げました２９年度の寄附額の増加は、専用

サイトへ掲載したことによる効果が大きいと考え

ておりますが、そのほかにも観光協会と検討を加

えながら記念品の入れかえや追加などのリニュー

アルを行ったこと、また特産品の簡単レシピや生

産者の声を掲載した記念品カタログを新たに作成

し、ふるさと会や各種イベントで配布するなどの

ＰＲを行ったことも寄附額がふえた要因の一つで

あると考えております。寄附者からは、ふるさと

納税の返礼品がよかったので、直接取り寄せるよ

うになったなどの意見も寄せられており、今年度

においてはさらに返礼品の種類を２７品目から商

品構成の変更を含めて３７品目に増加させ、リニ

ューアルを行ったところであります。平成２９年

度からは、専用サイトからの直接の申し込みと支

払い手続ができるようになり、インターネットを

活用し、多くの方々に新たな情報発信ができたも

のと考えておりますので、今後も新商品の掘り起

こしを初め大学、同窓会などを通して名寄市にゆ

かりのある方々にＰＲをするなど、観光協会や関

係部署とも連携を密にしながら継続的に寄附をい

ただける取り組みとなるよう努めてまいります。

次に、小項目３、ふるさと納税の効果等につい

てお答えいたします。ふるさと納税の返礼品が市

町村に及ぼす経済波及効果は、事業構想大学院大

学がまとめた分析結果によりますと自治体が地元

業者に支払う金額の ４から ２倍に達するとの

ことであります。平成２９年度のふるさと納税寄

附額は、対前年で約 ６倍となりましたことから、

名寄市の特産品を全国の多くの方々にＰＲできた

ことはもとより、名寄市への経済効果にもつなが

ったものと考えております。

また、寄附金を活用した事業への反映ですが、

昨年第２次総合計画等との整合性を図りながら、

寄附者がよりわかりやすく事業を選択できるよう
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使途指定事業を農業、子育て、冬季スポーツなど

本市が特徴的に取り組んでいる７事業に見直しを

行いましたので、いただきました寄附金は各事業

で有効に活用させていただきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁あり

がとうございました。時間の許す限り再質問をし

てまいりたいというふうに思います。

それではまず先に、国際交流の関係についてお

聞きをします。ただいま一本化にかかわる考え方、

今後の方向性等々について御答弁をいただきまし

た。そこで、答弁の中で人的交流を含めてこれか

ら中心的な事業を展開をしていくのだというよう

にお話をいただいたのかなというふうに思ってい

ますけれども、昨年設置をした台湾交流推進協議

会、この中で要するに検討してきたと。その結果、

事業を再構築することになってきたのだなという

ふうに思いますが、この再構築に至った事業等々

についてお知らせをいただきたいというふうに思

います。

それから、名寄市が台湾交流が始まってから名

寄市・台湾交流実行委員会を組織をして、５年い

ろんな事業を進めてきました。もともと行政主導

で行ってきたことも含めて、この一本化に伴う部

分として課題の検証等々についていろいろ御議論

されているのだと思いますが、どのように反映を

されてきているのか、それについてお知らせいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 事業構築の具体的な

内容ということでありますので、私のほうからお

答えをさせていただきたいというふうに思います。

先ほどの市長の答弁でもありましたように、台

湾との交流事業、平成２５年度からスタートをさ

せていただいたということであります。２５年度

からのこの間の取り組みということでありますけ

れども、中学生の野球交流、あるいは教育旅行の

受け入れ、台北国際旅行博への出展、台湾映画の

無料上映会、あるいは道北サイクリングツアーの

誘致活動などさまざまな取り組みを進めてきたと

いうことでありますが、５年という時間がたった

ということもありましたので、現状に合わせて事

業の絞り込みを含めて検討させていただいたとい

うことであります。その検討の結果、事業を進め

る主体としては、先ほどの答弁もありましたよう

に名寄日台親善協会、いわゆる民間主導の組織の

ほうに移行して今後事業を進めたいということで

ありました。

具体的な検討内容でありますけれども、中学生

の野球交流について、大きな事業の一つとしてあ

りました。ここは、市内の中学生が台湾や杉並区

の中学生と交流を通じて国際理解を深めたり、あ

るいはふるさとを愛する心を育む契機等になった

ということで、成果があったと私ども考えており

ますが、一方でいきますと派遣先が隔年で台湾、

杉並となっているとか、あるいは派遣の対象が野

球部に所属する中学生に限定されているところが

ありましたので、より中学生を含めての満足度が

高くなるような形で、参加者対象を限定しない派

遣の形が求められているということでありました。

このため、今後につきましては参加対象を野球と

いうことで特に限定することはなく、台湾の文化、

歴史に理解を深める事業として実施をしてまいり

たい、そのように考えてございます。

また、教育旅行の受け入れについても議論をい

ただきましたけれども、これにつきましてはこれ

までに台湾の高校生３００人余りが本市にお越し

いただきまして、高校生と交流を深めるなど成果

があったというふうに考えておりますので、これ

については引き続き実施をしてまいりたいという

ふうに考えているところであります。

また、この検討の中で提言をいただいた一つと

しますと、カウンターパートナーを定めて進めて

いってはどうかという提言をいただいたところで
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あります。都市間交流を視野に、この間民間にお

いて施設園芸が盛んな台湾の太保市という市があ

りますけれども、こことの交流の経緯、実績等も

ありますので、今ＪＡ等も含めて農業青年を太保

市に派遣する事業、これについても進めていくと

いうことで確認をしているところでありますので、

今後こういった事業も含めて台湾での交流を一層

深めてまいりたいと考えておりますので、御理解

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

した。今まで行政が主導して５年間の中で取り組

んできたことというのは、多岐にわたって進めて

きたなというふうに私も理解をしていますし、よ

かったなというふうに思っています。

台湾交流が始まったきっかけは、私の記憶する

限りでは名寄市から杉並に研修生といいますか、

研修のために職員を派遣していたことも含めて、

杉並の田中区長さん、杉並はもともと台湾と交流

をしていたというふうなことでありましたし、そ

ういうふうなつながりというふうなことで、杉並

が台湾に中学生の野球交流というのでしょうか、

していたというふうなことで、名寄もどうでしょ

うかというふうなことで始まったのかなというふ

うに、私ちょっと間違いかもしれませんが、その

ように理解しているのです。そして、２５年６月

ですか、この実行委員会が組織されて、その中で

いろんな今後どういうふうに取り組んでいくのか

というのを検討なされていったと思うのですけれ

ども、その中でこの４年間名寄の中学生、これを

要するに台湾の歴史、文化、そして国際感覚を養

うというふうなことの意味を含めて派遣をしてき

たというふうなことで始まってきて、それからそ

の後台湾との教育旅行の受け入れというふうな形

で、向こうの教育者なり実際に高校生も名寄に来

て名寄の自然を楽しむだとかというようなふうに

つながっていったのかなというふうなこともあっ

て、裾野はどんどん、どんどん広がっていったの

だなというふうに理解をしているのです。その中

で今お話をいただいた部分では、中学生の野球に

限定をしていたけれども、そうではなくて中学生

対象ではあるけれども、限定を外して、同じよう

に台湾の歴史、文化を勉強してもらうということ

と、それから国際感覚を醸成する一つの礎になる

というようなことを含めてこの事業の見直しにつ

なげているのかなというふうに勝手に理解をして

いるのですけれども、それから教育旅行の受け入

れに関してはどんどん、どんどん拡大していって

いるなという感じはします。昨年も名寄の産業高

校のバドミントンでたしか交流がなされていたと

いうふうに、私も見に行きましたけれども、台湾

レベルが高いのですけれども、そんな中交流がで

きたということは名寄の子供たちにとって非常に

プラスになっていたなというふうに私は思ってい

ます。それと、２年後ぐらいに、２７年７月だっ

たですか、名寄日台親善協会、今の民間、一本化

にするというところの団体ですけれども、そこが

台湾の太保市との連携を農業に、先ほどお話の中

でも台湾は農業大国ということで、施設園芸をす

ごく盛んにされているところでありますから、そ

ういうところと交流をするというふうな形で、今

までもいろんな向こうの方々も名寄に来訪してい

ただいたりして進めてきたなというふうに思って

います。

そういうこの中で私が一番危惧するところとい

うのは、一本化しました。もともと行政主導で始

まって、そして民間レベルの交流を進めている日

台親善協会に一本化するというふうな形で、大丈

夫なのかなというのが１つ懸念としてありますけ

れども、そこら辺これまで協議をしてきた中でど

のように意見とかあったりしたのか、その辺につ

いてまずはちょっとお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今経過等については、

塩田議員のほうから詳しくいただきましたので、

そこのところについては省かせていただきたいと
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思いますが、今回台湾との交流の主体については

民間サイドの親善協会のほうにお願いするという

ふうになりました。その事業の中には、この間市

が進めてきた事業も含めてそこが主体となりなが

ら取り進めていただくということでありますので、

事業主体がかわったからといって行政の役割が変

わったという認識はしておりません。将来的には、

民間が自主的に取り組める、それはある意味では

側面支援という形が望ましいのかもしれませんけ

れども、当面については市としての支援も必要だ

というふうに思っておりますので、１つはこれも

今回の補正予算の中で提案をさせていただいてお

りますけれども、日台親善協会に対する補助金、

いわゆる財政的支援について、ここについては必

要な経費について市としても支援をしてまいりた

いというふうに考えておりますし、財政面だけで

はなくて市には台湾出身の職員もおりますので、

ここの語学あるいはネットワークも含めてさまざ

まなものがありますので、ここについてはそうい

った人的な支援も連携をしながら協力をさせてい

ただきたいと、そんなふうに思っているところで

あります。

また、このほかにも先ほど言ったように、これ

は先ほど杉並との縁で始まった事業でありますけ

れども、独自に農業青年の派遣なんかも含めて、

これはある意味名寄市が、あるいは日台親善協会

が独自に考えてきた事業ということで、そういっ

た自立した活動も今後広めてまいりたいと、その

ように考えているところであります。

また、交流を深化させる方法ということで議論

の中にあったのは、先ほどの中でもちょっと触れ

ましたけれども、カウンターパートナーを定めて

進めるべきではないかという御意見もありました

ので、ここについてでありますけれども、今申し

上げました農業青年の交流については太保市を相

手先として進めたいということでありますので、

そこのことについては日台親善協会の定期総会の

中でも確認された分でありますので、親善協会の

活動を支援するという意味でそういった方向につ

いても今後市としても検討させていただきたいと

考えておりますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 今のお答えで私の懸

念をしている部分について、全部とは言わず、自

分のほうで理解をできる状況にあります。

その中で今最後のほうでお話あった深化をする

というふうなことで、太保市とのカウンターパー

トナーというところにもつながるのでしょうけれ

ども、都市間交流というふうなことについても触

れられて、都市間交流という言葉が妥当なのかど

うかわかりませんけれども、そういうふうな形で

これから進めようと言及していたと思うのです、

方針の中でも。そのことでこれからカウンターパ

ートナーというふうな形でいろいろ相手との協議

も進めていく中で、農業を主体とした形で進めて

いくというのが新しい事業として出てきているの

かなというふうに思いますけれども、これからや

はり名寄市も基幹産業農業ですから、相手とも一

致する部分があると思いますから、そこら辺も民

間に交流の場といいましょうか、代表的なものは

民間に移るというふうなことになりますけれども、

しっかり行政として支援も含めたサポートという

のが必要なのかなというふうに思いますけれども、

その辺もう一度御答弁いただければというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 活動の主体が民間主

体の親善協会に移るということでありますので、

市としても市としての役割を果たせるような形で

今後も進めていきたいと思っています。これは、

移行してことしが初年度となりますので、特に最

初の部分、入り口のところについては十分配意を

していきたいと思います。具体的には、先ほど申

し上げましたように財政的な支援もありますし、

人的な支援、あるいは私どもが持っているノウハ
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ウ、ネットワークも含めての支援もあると思いま

すし、日台親善協会の今後の動きの中では先ほど

言ったカウンターパートナーについて親善協会の

意向も踏まえた中でそういった部分も含めて検討

させていただきたいと考えておりますので、御理

解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） お願いします。日台

親善協会そのものの組織というのは、個人会員と

団体会員、そしてそこにサポートされる企業、協

賛企業ですか、が組織してつくった団体ですから、

なかなか行政主導でしてきた部分としてはちょっ

と違う部分はあると思うので、しっかり行政のサ

ポートが必要だと思いますので、その辺よろしく

お願いしたいと思います。

それでは、２つ目の４０回を迎える産業まつり

について。これについては、今お話をいただきま

した。ことしのサブタイトルというふうなことで

「もち米日本一」というのを掲げて、名実ともに

作付面積、そして収量ともに名寄モチ米は日本一

ですから、これを訴えていくというのは、やはり

こういうイベントの中でしっかり捉えていくとい

うのは大切なことだと私は思っておりますので、

そういうことを今回４０回目ということで節目と

いうふうなことも含めて捉えてこの祭りが開かれ

るというふうなことですから、私自身も本当に楽

しみにしておりますし、市民も楽しみにしている

と思いますので、すばらしい祭りにしていってい

ただきたいというふうに思います。

その中でこれまでも産業まつりの開催会場とい

うふうなことでは、議会でも議論をいただいてき

ましたし、いろいろな意見を市民も含めてお持ち

だというふうに思っていますけれども、これらに

ついての選定についてちょっとお聞きをしたいと

思います。この部分については、いずれにしても

いろんな角度から実行委員会が組織されています

から、実行委員会でしっかり話し合われて実際に

進められることなのかなというふうに思いますけ

れども、私も自分途中からかかわってきたことも

あって、浅江島から今の日進地区に移転をした経

過というのは、農業者の、農業青年部というので

すけれども、青年部の思いというのをやはり重視

をしたというところが背景にあったなというふう

に思っています。町中でやることではなくて、農

業者は新しくトラクター馬車というのもそのとき

に初めて実際に取り入れた部分ではありますけれ

ども、何回も何回も言いますけれども、名寄の基

幹産業農業だし、田んぼが見えるという景観とい

うのもやはり大事にしていくべきなのかなと。こ

の産業まつりというのは、実際どうかわかりませ

んけれども、私の中の考えとしては収穫祭的な役

割というか、そういうのがあるのかなというふう

に思っていまして、その年に収穫されたものが市

民に購入をしていただけるような大きな場所であ

るし、そして収穫したものを加工するという立場

からすれば商業者等々がその加工をして、そして

食べていただくと。したがって、この産業まつり

の場所は市民とともに食して、そして祝い、集う

祭りなのかなというふうに思っていまして、やは

りそれは農業青年部の人たちの思いというのをし

っかり受けとめていくべきなのかなというふうに

思っています。景観という大自然の中で農業、産

業まつりといいますか、農業まつりみたいなもの

ですから、そういうふうなものが開かれるという

のは、やはり開催場所が大事なのかなというふう

に思っておりますが、それらについて実行委員会

等々でこれまで議論をしてきた経過があればお知

らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 開催場所についてと

いうことでありますが、ことしについては先ほど

申し上げたように第１回目の実行委員会の中で健

康の森での開催について確認をさせていただいた

ということであります。ただ、この場所について

は、次年度以降の開催に向けてについては今塩田

議員からいただいたような視点に、あるいは市民
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の利便性というところも含めて今後検討してまい

りたいと、そのように考えているところでありま

すが、この間の経緯、経過等についてということ

でありましたので、そこについて少しお知らせを

させていただきたいといいますか、まず１つは平

成２８年に実行委員会の中で開催場所について議

論をした経過があります。この中では、買い物の

利便性ですとかという御意見もありましたけれど

も、多くはイベントのコンセプトですとか、ロケ

ーション、あるいは会場の規模などの意見が多く、

健康の森で開催をするということが確認され、現

在に至っているという経過が１つございます。

また、産業まつり会場でのアンケートを実施し

た結果もありまして、ここで何を重視するのかと

いう質問をさせていただいたところ、回答の中で

は販売物の充実ですとか会場内での飲食がともに

２８％で一番多かったということであります。次

いで多かったのがゲームですとかイベントの充実

というのが２３％でありました。次いで多いのが

ロケーションで８％、その次に徒歩や自転車で行

ける場所での開催という利便性を求めるのが ４

％の順になっていたということでありました。

また、近年の状況について申し上げますと、出

店希望者がかなりふえてきたというのがありまし

て、現状全ての要望に応え切れていないという状

況があるということですとか来場者についても増

加してきていること、イベント規模も拡大してき

ているということがあります。それらに伴って市

内来場者に対する対応などについても含めて考慮

の必要があるというふうに考えているところであ

りますけれども、いずれにしましても全ての要件

を満たす会場というのはなかなか確保するのが難

しいのかなというふうに思っているところであり

まして、産業まつりの現状を踏まえ、その目的で

すとか、あるいは内容に照らしますと今塩田議員

が言われましたようになよろ健康の森というのは

適地の一つであるというふうには考えているとこ

ろでありますけれども、改めて幅広い視点から次

年度に向けてまた検討させていただきたい、その

ように考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 今るる御説明いただ

きました。思いとしてはありますけれども、実際

にはやはり大勢の方が意見、議論をして、そして

次回以降どうするのかというのを決めるのが大事

な部分だというふうに思いますから、それも早い

段階で結論を出すべきだなというふうに思ってい

ますので、しっかり実行委員会の中でも提案をし

て、議論をしていただいて、そして方向を決定を

していただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。

それでは次に、食育推進と地産地消の取り組み

というふうなことで、この部分については今年度

から第３次の食育推進計画が示されました。先ほ

ども私も質問の中でも触れさせていただきました

けれども、第１次は周知、そして第２次は実践、

そして今回拡大というふうなことで、この中で拡

大をしていくというふうな部分で、いろんな細か

いところの部分はわかるのですけれども、何か漠

然としていて、具体的にどのような拡大が図られ

ていくのかなというふうな部分がちょっと何か見

えないのかなという気が実はしています。そして、

拡大というふうな部分でいうと、この食育って食

に関する部分でいうとそれに携わる人、関係する

人、これをふやしていく、拡大していくのだと。

食育については、地域で行うことなり、やはり地

域から、そして家庭から広がっていくものという

ふうに思っていますから、その中で具体的に拡大

していくのですよという部分でいうと、例えばこ

んなふうにしていくのだというふうな部分があれ

ばちょっとお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回の食育推進計画

のテーマとして、塩田議員から言われるように実

践から拡大にということをテーマとして掲げさせ

ていただいたということであります。これの意味
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するところというのは、取り組みを広げていくと

いうことも当然あるのですけれども、そこにかか

わる人もふやしていくと。言いかえると食育の輪

を広げていくことが必要なのだということで、今

回テーマとして掲げさせていただいたということ

であります。

食育推進計画の特徴の一つでありますけれども、

これは計画の策定段階から民間の方にも参加をい

ただいて御意見をいただいたということもありま

すし、食育の進め方、具体的な取り組みについて

も行政の取り組みだけということではなくて、民

間の取り組みも含めて計画の中にのせさせていた

だいたということでありますので、民間の取り組

みを含めて拡大を図っていきたいというのが１つ

でございます。

それと、今回行政内においてもこれまで関係す

る部局での確認、あるいは策定作業で進めてきた

というのがあるのですけれども、塩田議員から言

われるように拡大するには市役所全体で共通の認

識を持つ必要があるだろうというふうに考えたと

ころでありまして、実は今回の策定に当たっても

各部局が集まります部・次長会議の中で検討段階

から計画策定も含めて確認をさせていただいて、

次年度以降についても進捗状況等については部・

次長会議の中で報告をし、確認をしていきたいと、

そんなことも思っておりまして、こういったとこ

ろも含めて拡大をしていきたいというふうに思っ

ています。これは、地味に映るのかもしれません

けれども、食育を進めるのはやはりしっかりと継

続していくということが何よりも広がりにつなが

るというふうに思っておりますので、この計画に

基づいてしっかりと継続していく、取り組んでい

くということで広めてまいりたいと思っておりま

すので、ぜひ御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 今すごく大事なこと

を言われたと思うのですけれども、役所の中で共

通認識を持つという、そういうふうなこと、実際

に持たなければいけなかった部分でありますけれ

ども、なかなかそういうふうに至っていなかった

というのはこれまでの経過としてあったのではな

いかなというふうに私自身は思っているのです。

やはり寄せ集めと言ったらおかしいですけれども、

保健、福祉で健康を主体とした形の中の健康指導

を含めた食の改善だとか、地産地消でいえば経済

部の所管であったり、学校給食でいえば実際には

教育委員会というようなことになると思いますの

で、いろんな大きな範囲で関連があるというふう

なことだと思いますから、それがどのように実際

に進んでいるのかというのもしっかり部・次長会

議の中で検証を進めていくのだというのは非常に

大事なことだと思います。それから生まれること

を今度市民みんなにどのようにそれを実践してい

ってもらうために何をするのかというふうなこと

をやはり考えていくというふうなことで、非常に

大切なことだと思っているので、よろしくお願い

をしたいと思います。

それで、１次、２次では７つの推進目標を掲げ

たのですけれども、その中で今回第３次の中で同

じ７つの推進目標でありますけれども、１次、２

次の推進目標とは若干取り組み表現に違いがあり

ます。そういうふうなことで、何を議論されてそ

のように変わっていったのかというのが１つ。

それと、やはり子供の生活習慣ということを考

えると、冬カレンダーですか、ことしの６月の部

分で豊田さんが監修している中にもあるのですけ

れども、文部科学省の調査で子供の体力、運動能

力に関する部分とすると、これのできばえという

か、睡眠時間、それから朝食というのが非常に重

要な役割を占めているのだと。大事なのですよと

いうふうなことを実際に文科省の調査でははっき

りしているということを触れておりました。その

ことも含めて、当初早寝早起き朝御飯という、こ

の基本目標というか、それを徹底をしていきまし

ょうと。小さいうちからやはりそういうふうに生

活習慣の中で取り入れてなれさせましょうという
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ふうなことを考えた中で進めてきた部分だという

ふうに思いますけれども、今回の第３次でこの文

言が消えています。その部分でそれがどうなのか

なと。先ほどのお答えの中ではその話はしており

ましたが、計画の中でそれが盛り込まれていなか

ったように感ずるのですけれども、その辺につい

てお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今回第３次で家庭で

取り組む７つのポイントの中の早寝早起き朝御飯

の部分が抜けているということなのですけれども、

教育部といたしましては引き続き各学校に指導い

たしまして、この取り組みを継続してやっていく

ということには考え方は変わっておりません。た

だ、今おっしゃられたとおり毎年小学校６年生と

中学校３年生の調査によりまして、だんだんとら

ないでいる子供たちの数は減ってきているという

状況にはございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 教育委員会の中の学

校指導の中でそれは消えていませんよというとい

うことなので、よろしくお願いしたいと思います

し、実際にアンケート調査といいましょうか、今

教育部長からもお答えいただいた中でもその成果

といいましょうか、効果というのは出てきている

ということですので、効果に結びついたからとい

うわけではなく、やはり基本となるものはしっか

り続けていっていただきたいというふうに思いま

す。

それと、全戸配布されているダイジェスト版、

非常にわかりやすく読みやすいものだというふう

に思っていますし、こういうふうな形でやはり市

民に周知をするということは大事なことだなとい

うふうには思います。

そこで、離れるわけではないのですけれども、

取り組み、拡大ということではなく食育推進の取

り組みというふうなことで１つ自分でちょっと思

ったのですけれども、やはり食べ残しということ

が今社会問題に、実際にこれまでもずっとなって

いたのです。そんな中、やはりもったいないとい

う考え方の中でしっかり出されたものは食べなけ

ればだめだというふうなことで、この食べ残しの

ゼロ週間とか、１年の間で１週間だけみんなで一

生懸命頑張ってちゃんと食べることを目的にやり

ましょうというようなことで、例えばそういうふ

うなことを推進していただくというようなことが

できないものなのかなというふうに思っていまし

て、ちょっと思いつきで非常に失礼なのですけれ

ども、そんなこと。それから、あとはちょっと地

元の飲食店さんでも地元食材使っているのだけれ

ども、それを表示の中できちっとされていないと

いう、訴える分がないのです。ですから、名寄に

来られる方たちにもやはりそういうものをしっか

りメニューの中で今が旬、名寄産の何々を使用と

いうふうな形で料飲店組合さんとかに協力しても

らうことによって、非常にそういうふうな部分で

自然と高まりが出てくる部分もあるのかなという

ふうに思いますから、そんなことも検討を願いた

いというふう思っているし、もう一つは、モチ米、

モチ米というふうなことですので、餅文化の継承

という立場から、昔家を建てるときに棟上げ式と

いうか、のときに餅まきしたのです。そんなこと

も含めて、新築住宅に補助金を出して餅まきして

よというふうなことで餅に触れる機会を常日ごろ

から持つというような取り組みができないものか

と。補助金というか、お金のかかることだから、

これはどうなのかというふうなことは議論になる

部分かもしれませんが、ちょっと思いつきとして

あるのですが、もし意見があればお答えいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） それぞれ提言をいた

だきました。ありがとうございます。食べ残しの

関係については、私のほうも今回の計画策定に当

たって一つの当面する課題だなというふうに思っ
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ているところがありまして、実は７つ推進項目の

一つの中には食べ残しのところについての取り組

みについても考えていこうということも入れさせ

ていただいておりますので、何らかの機会を活用

しながら啓発ができないかということも思ってい

ますし、あるいは学校のほうでは学校給食を通じ

ての食べ残しの関係だとか家庭への指導なんかも

いただいておりますので、それ以外の部分を含め

て周知する機会が一般の市民を含めてないのかに

ついては検討させていただければと思います。

上棟式の餅まき、私も子供のころよく目にしま

したけれども、最近は目にする機会がとんとなく

なってきて、建築方法の違いなのか、時代の流れ

なのかについてはわかりませんけれども、なかな

か個人の取り組みに対する支援については難しい

部分が多いかというふうに思いますけれども、た

だモチ米産地として餅の文化を大切にするという

のは非常に大切だと思っておりまして、私どもも

餅つきの臼ときね、私は臼田ですけれども、臼と

きねなんかの貸し出しもしながら、餅つき文化の

継承みたいなところも広げていますし、各種事業

について、餅の文化については創造するところも

ありますし、保存するところもありますし、拡大、

浸透するところも含めてしっかりと取り組んでい

きたいなと思っています。

地産地消の表示の関係について、ここについて

は確かにそういうのが市内の人はもとより市外の

方も地元のものを使っているのだという表示は非

常に大切なことかと思います。私が出かけても地

元の使っていますよというのを見かけることがあ

りますので、これについては私どもだけの力では

ちょっと及ばないところですけれども、もし民間

のほうの御協力もいただけるのであれば、そんな

ところについてはぜひ少しトライをしてみたいと

いうか、心がけてみたいというふうに思っており

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 余裕しゃくしゃくの

答弁でありがとうございました。

それで、ただ時間が７分しかないのですが、最

後のふるさと納税について何点か御質問をしたい

と思います。２９年度で先ほど ６倍ということ

で、 ６２３万 ０００円ですか。大きいなとい

うふうに、今まで余り、 ０００万円台くらいで

終わっていたので、先ほどの取り組み効果につい

てお聞きをしようかなと思ったのですけれども、

実際専用サイトを活用したというふうなことも効

果の一つとしてあるのかなというお話でしたし、

それから返礼品の関係についても御苦労されて品

目も随分多くなってきているなと。そういうふう

な部分がある意味この効果につながっているのか

なというふうに思いますけれども、この辺先ほど

委託事業先としてまちづくり観光協会に委託をし

ていると。記念品の選定なり発送なり、そっちの

ほうだと思うのですけれども、その辺の部分につ

いて再度意見交換の場といいましょうか、こうい

う成果として出てきているというところも含めて、

やはりもっともっと拡大をしていただければとい

うふうなことも思っていますので、その辺の部分

についてどのように、これからいろいろ協議をし

ていくという部分はあろうかと思いますけれども、

その辺について何かあったらちょっとお知らせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今ふるさと納税の関

係で、地方発送等を含めて観光協会にお願いをし

ておりますし、あわせて発送する返礼品の関係に

ついても市のほうとも十分協議をしながら、特に

特産品等の漏れがないかどうかも含めて観光協会

のほうとは協議をさせていただいているというこ

とで、議員のほうからすればまだその辺の協議が

不十分ではないかというような御意見かなという

ふうには思いましたけれども、必ず年度で契約を

するものですから、年度当初には当然打ち合わせ

もしますし、一定程度ふるさと納税自体はやっぱ

り件数として集中するのが４、５、６月とか、時
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期によって、あるいは１２月近辺、贈答品とか含

めてそういった時期になるということですので、

その時期少し見きわめながら、改めてその辺は綿

密に観光協会とも協議をさせていただきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 私たちもふるさと納

税の関係については、きのう大石議員のほうから

も質問もありましたけれども、先進的というか、

道内でも先進的な上士幌町にお伺いをして、そし

て研修をしてきたのですけれども、やはりあそこ

は、私は思うけれども、このふるさと納税の勝ち

組なのです。先に取り組んで、それはいろんな取

り組み効果というものが出ているのだなというふ

うには思いますけれども、やはりだからといって、

だからといってって、そうではなくて、要するに

今１４億円、１５億円という大きな寄附をいただ

いている。だから、できることというのもあるし、

それがまた相乗効果として次の寄附につながって

いくというような、そんな部分なのかもしれませ

んけれども、そことは肩を並べることは難しいな

と私は思う。こういう諦めのことを言ったら怒ら

れるのですけれども、難しいなと。ただし、名寄

をしっかりＰＲするということは大事なことです

し、特産品を使ってＰＲができる唯一の機会だと

いうふうにやっぱり捉えるべきだなというふうに

思っているのですけれども、その中で実際に寄附

をいただいて、受領書というのですか、を出しま

すよね。実際に寄附をしていただいた方に受領書

って出すのですけれども、受領書だけ出すのか、

それともそのときに名寄の今取り組んでいること

なり、いろんな名寄の情報をそこに入れて、そし

て受領書を発送しているのか、その辺の取り組み

についてちょっとお知らせあればお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。確実な

ことかどうかちょっとあれですけれども、たしか

担当のほうでは領収証の発送の際に名寄市の取り

組み状況等についての文書も一緒に発送させてい

ただいているなというふうに記憶しています。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。いろいろ知恵を使って工夫をして、そして名

寄を応援して、きのうの大石議員の話ではないで

すけれども、そうやって寄附をしてくれるという

ことは名寄を応援しようと思うから寄附をしてく

れるわけですから、その人たちを逃さないという、

そういう取り組みというのは大事なのだなという

ふうに思いますので、そういうふうなことも１つ

視野に入れて取り組みを展開をしていただければ

なというふうに思います。

最後に、ふるさと納税の怖いところというのは、

今寄附してもらうことばかり考えているのですけ

れども、逆に名寄市民が他の自治体に同じように

ふるさと納税という形をとって寄附をされている

と思うのです。その辺の実態というか、状況はど

うなっているのか、もし資料があればお知らせ願

いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 税務課のほうに調べ

ていただきまして、名寄市民が他の自治体に平成

２９年度中に寄附をした金額、これ日赤ですとか

ほかの寄附の関係も入っているので、案分ですと

か、実は正確な数字ではないのですが、 ５４８

万 ５００円ということで、この寄附によりまし

て平成３０年度の市民税で控除される金額が １

０３万 １４３円ということで聞いております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

ＰＦＩについて外３件を、佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 議長より御指名を

いただきましたので、さきの通告に従いまして、

大項目４点について質問してまいります。

１点目は、ＰＦＩについて、本市のＰＦＩ導入

に対する考え方について伺います。今後多くの公
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共施設等が老朽化による更新時期を迎える中、公

的負担の抑制、また良好な公共サービスの実現、

新たなビジネス機会の創出も期待できるため、国

及び地方は一体となってＰＰＰ、ＰＦＩを推進し

ていくことが必要だとしております。また、人口

減少が進む中、効果的にインフラを整備し、行政

サービスを確保する上でも意義があり、特に上下

水道では料金収入や職員数の減少などの課題に直

面している自治体もあるといいますが、本市のＰ

ＦＩの導入に対して基本的な考えを伺います。

２点目は、高齢者事業の推進について伺います。

本市では、高齢者事業については名寄市第７期高

齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画等で進

めているところでございますが、次の３項目につ

いて見解を伺います。

１項目めは、高齢者事業センターへの支援につ

いて。名寄、風連の両地区に高齢者事業があり、

豊富な経験や知識、技能を社会に生かして市の委

託事業や民間企業、一般家庭からの依頼を受け、

軽作業を中心とした庭木の剪定、冬囲い、除雪作

業などのさまざまな業務を請け負っていただいて

いるところでございます。近年は、会員不足が、

あるいは受注が課題となっているということで、

高齢化対策に必要な事業の一つと考えますが、行

政として職種に対しての支援施策の考えについて

見解を伺います。

２項目めは、公営住宅入居者の高齢者に対応し

た施設の再生について。国土交通省は、低廉な家

賃で住める公的賃貸住宅の空き家を高齢者や子育

て世代の支援施設として活用するための補助制度

を開始いたしました。ある自治体では、高度成長

期に整備された公営住宅は多くの若い夫婦が入居

しておりましたが、その子供が成長して独立した

後に残った入居者は高齢者となっているというこ

とでございます。高齢者の入居者をどう支えるか、

団地に活気を取り戻すために何が必要か、こうし

た課題に直面していると聞いております。空き室、

空き家を利用して支援施設としての活用をするな

ど、本市での将来構想としてどう考えるのか見解

を伺います。

３項目めは、高齢者の運転免許証返納に対する

さらなる施策について伺います。本市も免許返納

に対する施策を重視しておりますが、高齢者の生

活の足を確保するため、身障者を対象に行ってい

る運賃割引制度に準じた事業を推進すべきと考え

ます。全タクシーの運賃を１割引きとしていると

ころもあるといいますが、高齢者が運転免許証を

返納しやすい環境改善について見解を伺います。

大項目３点目は、空き地の活用について、空き

地の有効活用の考えについて伺います。空き地や

空き家がふえる要因として、親元を離れて暮らす

子供世帯が親から相続した家や土地を放置するケ

ースが考えられます。団塊世代からの相続がふえ

ていけば、空き地はさらに広がっていきます。治

安や景観の悪化を防ぐためにも早目に対応が望ま

れるところでございます。そこで、市町村が調整

役となって空き地の解消を進めるための改正都市

再生特別措置法が成立いたしました。散在してい

る空き地を集約して商業施設や交流広場などを整

備し、にぎわいを取り戻すのが狙いとしておりま

す。コンパクトシティーを目指す上でどのような

構想をお持ちなのか見解を伺います。

大項目４点目は、アスリートの育成、支援につ

いて伺います。アスリート育成のための女性コー

チの導入について伺います。今のスポーツ界にお

いては、女性アスリートの参加や活躍は当たり前

の時代となっております。本市においても女性ア

スリートが潜在していると思われますが、その方

たちが引退後にもスポーツにかかわっていただく

機会を捉え、指導者として子供に教えていただき

たいものと考えております。アスリートの輩出を

する上で欠かせない存在と考えますが、導入に対

する見解を伺います。

以上で壇上からの質問といたします。よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 佐々木議員から大項目で

４点にわたっての御質問をいただきました。大項

目１を私から、大項目２の小項目１が健康福祉部

長、小項目２及び大項目３は建設水道部長から、

大項目２の小項目３について市民部長、大項目４

については教育部長からそれぞれ答弁となります。

大項目１のＰＦＩについて、小項目１、本市の

ＰＦＩ導入に対する考え方について答弁をいたし

ます。近年導入事例が見られるＰＦＩは、公共施

設の建設や維持管理及び運営に民間の資金や技術

力を活用し、効率的な事業運営を目的としており、

事業費の削減やより質の高い公共サービスの提供

が期待されるものであります。現在名寄市の上下

水道施設について大規模な施設整備事業の予定は

なく、日々の業務においては運転、維持管理の技

術職員及び臨時職員をそれぞれ配置をし、直営で

の効率的な事業運営に努めております。このため、

現在において改築更新を含めた建設事業と施設運

営について複数年にわたる包括的委託あるいはＰ

ＦＩの導入についての喫緊な検討には迫られてお

りませんが、上下水道事業においては人口減少に

よる事業収入の減少、施設の老朽化、職員数の減

少などさまざまな課題と直面していることから、

将来的にも安定した事業運営や充実した公共サー

ビスを持続するためにも、ＰＦＩを含めＰＰＰな

ど民間活力の導入による事業実施も選択肢の一つ

であるということを踏まえ、これまでと同様情報

収集に努めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目２、高齢者事業の推進について、小項目１の高

齢者事業センター等への支援についてお答えをい

たします。

市内では、高齢者が就労を通じて地域活動に積

極的に参加することを目的として、名寄地区に名

寄市高齢者事業センター、風連地区に名寄市風連

町高齢者事業団があり、除雪や冬囲い、畑作業な

どを初めさまざまな業務を受注されているところ

であります。平成２９年度の実績では、受注活動

の成果などから名寄市高齢者事業センターが年間

受注件数 １５４件、前年比 １％増、名寄市風

連町高齢者事業団が７５９件、前年比３ １％増

で、会員数では名寄が５４名、前年比９名減、風

連が４３名、前年比３名減との報告を受けており

ます。名寄地区、風連地区のどちらにおいても会

員の高齢化及び会員数の減少が課題であり、地元

新聞の広告やチラシの折り込み、役員や事務局職

員による勧誘活動を行うなど会員の確保に努めて

いるものの、年々会員の確保が厳しくなっている

とお聞きしているところであります。この間それ

ぞれの団体に市から理事として職員を派遣し、運

営などについて連携を図ってきております。その

中で法人格を持って各種事業の取り組みにより受

注機会の拡大や国からの補助を受けることができ

るシルバー人材センターへの移行も検討課題とな

っているものの、原則自治体に１カ所設置という

ことや両団体の事業形態の違いなどから、具体的

な方向性は出せていない状況になっております。

市では、従前から両団体に対し事務職員の人件費

の一部を補助しており、名寄市第７期高齢者保健

医療福祉計画・介護保険事業計画においても高齢

者の積極的な社会参加、生きがい対策、就労機会

確保を目指しており、引き続き高齢者事業センタ

ーと高齢者事業団の自主的運営を支援してまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、私か

ら大項目２の小項目２、公営住宅入居者の高齢化

に対応した施設の再生について、大項目３の小項

目１、空き地の有効活用の考えについてを答弁さ

せていただきます。

公営住宅の入居者の対応についてでございます

けれども、平成３０年５月末現在の名寄市営住宅

の入居者数は １２７人ですが、うち６５歳以上

の方は４７５人、６５歳未満の方は６５２人の内
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訳となり、４２％が高齢者でございます。そのう

ち３０％の世帯は、２０年以上にわたり入居をい

ただいております。公営住宅は、御存じのように

高齢者、障がい者、低所得者などの住宅困窮者へ

低廉な家賃での的確な供給を図るために整備をさ

れているため、高齢者が増加するのも長く入居い

ただいている方はもとより住宅困窮者や住宅セー

フティネットでの住宅確保要配慮者への供給とし

て機能しているものと分析をしております。また、

名寄市では、入居に際し年４回定期公募を行って

いますが、募集住宅の入居資格や規格によって申

し込みに制限はありますが、ほとんどの募集住宅

の申込者が複数となり、抽せんによる入居決定に

なっているため、いまだに住宅に困窮されている

方々は実際に申し込みいただいている方を含め潜

在的に数多いと推察をしています。現状を鑑みま

すと、名寄市においての市営住宅の役割は空き住

宅を修繕の上、公募住宅提供を継続し、入居いた

だくという公営住宅本来の目的を果たすことが前

提と捉えております。

一方で、社会福祉法や公営住宅法により名寄市

営住宅管理条例第４２条では、市営住宅を使用し

て福祉団体が事業を行うことが必要であると認め

られた場合には、管理に支障のない範囲内で使用

させることができると定めていますが、さきに申

し上げましたとおり市営住宅入居の希望ニーズが

高いことに加えまして、民間福祉事業者からの要

望などは現在なく、現段階では高齢者に向けて、

子育てなどの支援施設としての活用は難しいと考

えております。今後も名寄市公営住宅等長寿命化

計画に基づき、市営住宅の効率的な整備と修繕に

よる適正管理に努めてまいりたいと考えています

ので、御理解を願います。

次に、大項目の３、空き地の活用について、小

項目１、空き地の有効活用の考え方についてを申

し上げます。人口減少を迎えた多くの都市におい

て、空き地、空き家などの発生が進行しており、

加えて所有者がわからないまま放置されている、

いわゆる所有者不明土地も増加傾向にあり、有識

者の試算では全国で九州の面積を上回る約４１０

万ヘクタールが所有者不明となっているとのこと

でございます。都市の所有者不明土地は、いずれ

も生活利便性の低下や治安、景観の悪化、地域の

魅力が失われるなど悪影響を及ぼすことが懸念を

されております。このような状況から、本年２月

には都市の対策として都市再生特別措置法等の一

部を改正する法律案が閣議決定され、同じく本年

６月６日には所有者不明土地を有効活用するため

の特別措置法が成立いたしました。これらの法律

は、空き地の地権者と利用希望者を行政がコーデ

ィネートすることによる土地の集約化促進や所有

者不明土地の円滑利用、所有者探索を合理化する

仕組みであります。

現在名寄市内においては、固定資産税課税保留

で調査中の土地が１０件ほどございますが、ほか

に問題となるような所有者不明土地はございませ

ん。今後持続可能なコンパクトなまちづくりのた

めには、計画的な空き地対策や管理の推進も考え

ていく必要があるものと認識をしております。ま

た、全国的には所有者不明土地が災害復旧の支障

となる事例が相次いでおり、今後名寄市において

も円滑な公共事業推進を図るために国の進める空

き地、空き家対策制度や先進的に取り組んでいる

自治体の情報収集に努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、小項目の

３、高齢者の運転免許証返納に対するさらなる施

策について申し上げます。

名寄市におきましては、昨年８月より名寄市交

通安全運動推進委員会と連携をし、運転免許証返

納高齢者事故防止啓発事業要綱に基づき、６５歳

以上の免許証を返納された方を対象に交通事故防

止グッズを、またこの４月からは ０００円分の

商品券を申請により交付をしてございます。これ
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は、免許証を返納した後、任意で交付申請ができ

る運転経歴証明書の発行手数料の助成の位置づけ

としてございます。この施策は、高齢者の運転に

よる事故を抑制することを目的としておりまして、

自動車の運転に不安を感じ始めた高齢者の方が免

許証を返納することで自主的に運転を自粛してい

ただく誘導策の一つとして実施をしているもので

ございます。現在運転免許証の返納証明と身分証

明書を兼ねる運転経歴証明書の交付申請者は、運

転免許証返納者の３割程度と言われております。

運転免許証の返納を促進をするための誘導策は、

行政のみならず民間や各種団体においても検討が

なされ、それらとあわせこの施策が運転経歴証明

書の交付申請の一助となり、証明書の提示により

免許証返納履歴等身分を証することができれば、

今後もふえると考えられる民間や各種団体で実施

するさまざまなサービスを受けることが可能とな

ります。

御質問いただきました運転免許証返納を促進す

るための環境整備の考え方ですが、行政サービス

として行う高齢者への交通機関等への助成や割引

制度は今後のまちづくりも含め高齢者全体にかか

わる施策となりますので、免許証の返納とは切り

離した議論が必要と考えておりまして、今後も引

き続き関係部署で協議をしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目４、

アスリートの育成、支援について、小項目１のア

スリート育成のための女性コーチの導入について

お答えします。

平成２９年度には、本市の冬季スポーツのジュ

ニア選手２５人が全国、世界を舞台に活躍してい

ますが、その活躍を支えているのは地域の指導者

であり、指導者の皆さんにはスポーツ少年団や部

活動の現場で日々御尽力をいただいているところ

です。市民のスポーツ活動のニーズが高度化、多

様化する中、スポーツ指導者に対する需要は高ま

っている一方で、指導者不足は大きな課題となっ

ています。女性コーチの導入については、国も第

２期スポーツ基本計画においてスポーツを通じた

共生社会等の実現を目指しており、女性指導者を

ふやしていく取り組みを進めていることから、本

市におきましても体育協会や競技団体などと連携

を図りながら指導者のレベルアップが図られる機

会を提供していくとともに、指導者間のネットワ

ークを構築しながら、指導者の確保に努めていき

たいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ただいま御答弁を

いただきましたので、何点か質問してまいりたい

と思います。

初めに、ＰＦＩのことでございますけれども、

先ほど市長より答弁をいただきましたが、現段階

ではＰＦＩについては考えていないと。将来的に

は、それも含めて選択の一つかというふうな御答

弁をいただきましたけれども、私は今名寄市とし

ても経営戦略を立てて水道事業を進めているわけ

なのですけれども、将来的にも経営戦略は１０年

ぐらいのスパンで計画を立てているみたいですけ

れども、これはやっぱりそれをやりながら、さら

にはＰＦＩ、ＰＦＩというよりもコンセッション

事業のほうがいいのかなというふうに考えており

ます。いわゆる施設の所有権を公共主体が有した

ままで施設の運営権を民営業者がやるというよう

な設定なのですけれども、これのほうが将来的に

名寄市としては合っているのかなというふうに考

えておりますけれども、将来考えるべき方向性と

して、再度またちょっとお伺いしたいと思います。

そのまま３つのうちのＰＦＩあるいはＰＰＰある

いはコンセッションの型として、どういう形を目

指していったほうがいいのかなというその大まか

な部分で、今現段階で考えられるという部分をお

答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。
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〇上下水道室長（粕谷 茂君） 今議員のほうか

ら御質問がありましたが、下水道、上水道ともに

経営戦略を策定いたしまして、今後１０年間の安

定的な経営を図るものとして進めさせていただい

ております。特にまた下水道につきましては、経

営の見える化ということで、公営企業化へ向けて

平成３２年に向けて今準備を進めているところで

ございます。今議員の御指摘がありましたが、本

年度総務省の財政制度等審議会のほうで一つの考

え方が出されたところでございます。今後社会整

備保障を使った事業に対しては、１点は公営企業

化に着手しているのが補助の事業というふうにな

っております。もう一方で、ＰＰＰ、ＰＦＩを１

つ、民間活力を取り入れる事業に交付金の重点を

置くというような方針として出されているところ

でございます。ただ、こちらの部分につきまして

は、特に下水道につきましては全国老朽化施設等

の改修にこの交付金を活用していることから、総

務省の出したこの方針についてはいろんなところ

で要望書を上げているところでもありますが、今

後の見通しとしましては全体的にそういう流れが

危惧されるところもあるかと思っております。

先ほど市長の答弁の中にもありましたように、

今大きな改修をする計画は持っておりませんが、

５年、１０年後、今の老朽化機器を見直す中にお

いては、議員もおっしゃるようにＰＰＰ、ＰＦＩ、

これらをコンセッションも含めた事業を検討する

ときが来るものというふうに思っております。そ

れについては、今後他の自治体を見据えながらも

当市としての研究を進めていくものというふうに

考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） コンセッション事

業に対しても、私の資料によりますといわゆる準

備手続だけでも一、二年、そしてこれは法に基づ

くもの、あるいは法に基づかないものがいっぱい

あって、その過程を踏んでいかないとだめだとい

うことで、最終的には早くて三、四年かかるので

はないかということです。これは、工程は事業の

内容にもよるのだと思いますけれども、したがい

まして今の先ほど言いました経営戦略、この間の

始まって三、四年ぐらいたってからでないと、や

っぱりそういうような方向性を見つけておかない

とだめなのでないのかなというふうに私は考えて

いるので、それで今の経営戦略の中でちょっとお

尋ねしたいと思いますけれども、計画としては安

定的に施設や管路、あるいは維持管理や投資事業

を行う現段階で事業計画に基づいて、そして投資

等を積算して、それに見合う収入を得るのだとい

うことになっていますけれども、ある程度料金改

定も含めた収入源が予定されると思っているので

すが、もちろん審議委員会でも慎重に議論をして

いると思うのですけれども、これは何年もたって

料金改定あるいはそういうものの時期になってし

まっても余り効果がないのではないかと。かえっ

て収支の均衡が崩れるのではないかというふうに

思いますけれども、今の段階でこれはやっぱりど

の辺ぐらいをめどに率とか、あるいは時期をある

程度目標にしているのか。余りにも先送りで全部

１０年終わった後に料金改定しても全然意味がな

いと思うのですけれども、その辺ちょっと伺いた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 料金改定の関係

につきましては、平成２７年の経営審議会のほう

で諮問させていただいて、答申をいただいている

ところでございます。下水道につきましては、一

定程度ここについての改定ではなく、水道料金に

ついては早期の改定というのが一つの答申として

入っているものと思っております。料金改定の関

係につきましては、昨年経営戦略を策定させてい

ただいた中でも現状の事業、今後１０年の事業を

推移を見る中では、改定をしなければ経営的には

成り立たないという、そういうことを踏まえて、

一定程度料金を改定をすることをめどに経営戦略

のほうは策定させていただきました。今御質問が
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あったように、改定の時期が遅ければということ

で、経営的には早期に改定というのは答申のほう

もいただいておりますし、担当する課としても早

期の改定を図っていきたいと思っております。改

定の時期、また改定すべき率等については、経営

審議会のほうに意見を求めながら協議をさせてい

ただきながら、一定程度一、二年の間には改定を

していかなければ経営的には成り立たないという

ことになっておりますので、早期の改定に向けて

議論をこれから進めていきたいと思っております

ので、御理解していただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 確かに収入源とい

うのはやっぱり非常に大事だと思いますので、で

きればもちろん市民の理解も得なければいかぬと

いうことも十分にあると思います。これは、慎重

になるのも結構でございますけれども、ある程度

やっぱり市民にこういう事情ですよという事情も

しっかりと説明した上で御理解をいただくべきだ

というふうに思っています。

それと、そのためには今有収率もやっぱり上げ

なければいかぬということで、自衛隊も３４年に

なるというふうに聞いていますけれども、有収率

は今大体８０％台ぐらいだと思うのですけれども、

これは将来的に何％ぐらいを目指してやっている

のですか。いろいろと漏水もあったりしているの

ですけれども、この辺のパーセンテージというの

はどのぐらいを目標にされているのか。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） どの数字がとい

うのは１００が一番いいのだろうと思っておりま

すが、現状ではことし決算のほうを今まとめさせ

ていただいておりますが、２９年度においては８

０％というのが今の現状でございます。会計事業

を行う側とすれば、基本的には一つの目標は９０

％と言われておりますので、９０％へ向けて努力

をしていきたいと思っておりますが、老朽管につ

いては年々ふえていっております。現状的には有

収率は下がってきているのが実態でございますの

で、これからの事業を取り組みながら９０％へ上

げるように努力をしていきたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） これから必然的に

今人口減少にもあって、もちろん有収率が下がっ

てまいります。やっぱりその辺も含めると財源が

だんだん、だんだん足りなくなってくるのではな

いかと。

では、ちょっと借金のこと聞きますけれども、

総務省で今まで借金の企業債、これは名寄あたり

だと建設改良費は大体３億円から４億円ぐらいと

ずっと続いているのですけれども、これを３０年

度返済から４０年度返済、こういうふうに改正が

あったのですが、これはいつぐらいから。もう始

まっておられるのですか。いつぐらいからこれを

借りられるようになるのか。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 企業債の償還の

関係につきましては、現行３０年になっておりま

すので、それを４０年ということで、新年度から

企業債の返還を長期にわたって負担は残しますが、

財政的な関係からいきますと有利な取り組みとい

うことで、新年度より４０年に変えていく考えで

いるところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） いろいろと水道の

ことについて若干質問させていただきましたけれ

ども、いずれにしても名寄市は水道事業、これに

ついては市民の安全な生活の本当の根本でありま

すので、しっかりと進めていただきたいというふ

うに思っています。自衛隊の関係もあれば有収率

が上がるのかなというふうには思いますけれども、

それも本当に一時的なものかなというふうに考え

ておりますので、慎重に進めて、市民に理解をい

ただける水道事業になってもらいたいなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いします。

次に、高齢者事業について若干質問をしたいと
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思いますが、御答弁をいただきました。高齢者事

業センターについては、会員の方が要介護とか要

支援に至らないで、そして本当に自立した日常生

活の一部になっているのではないかなというふう

に思っております。したがいまして、実績に対し

て支援をしていくというふうな御答弁でございま

したので、ぜひ今後ともやっていただきたいなと

いうふうに。ある自治体では、後で言います空き

家管理とか、あるいは空き地の管理、これも事業

団に頼んでやっているところもあるみたいで、探

せばいろんな事業の項目があるのかなというふう

に思いますので、その辺も含めて将来的には人材

開発センターに行くのかどうかという部分も含め

て御検討してもらいたいなというふうに求めてお

きたいと思います。

２つ目の公住に関しては、ハードの部分という

のはちょっと審議中でございますので、踏み込み

ませんけれども、私も以前に北斗団地にお世話に

なったのですけれども、これはほとんどお互いの

交流というものがほかの町内会と違いまして余り

ないような状況になっていますので、やっぱりそ

ういうためにも今回の国のものは有効的なのかな

というふうには思っています。しかしながら、こ

れはあくまでも札幌とか、やっぱり大都市のとこ

ろでの空き地、空き部屋の改修だと思いますので、

これについては将来的には名寄もそういうふうな

感じでなれればいいのかなというふうに考えてお

りますけれども、何か見解があればお伺いいたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

ら、現状公営住宅の状況につきましては先ほどお

話をさせていただきました。私ども建設水道部、

恐らくこれからの将来かなり福祉の分野の事業も

多岐にわたって裾野も広く、そしてさまざまな福

祉団体といいますか、民間も含めて展開される時

代というのはもう目の前に来ているのだろうとい

うふうに思っています。当然私どもの団地にお住

まいの方も先ほど申し上げましたように高齢化も

進んでいますし、団地を含めたその地域というか、

相当の広いエリアも含めて同じように高齢でさま

ざまな福祉のサポートというのは必要になる方が

ふえてくるのは現実だというふうに思っています。

そういった中で国の今回の方策の一つとして、仮

に公営住宅であきのスペースが余裕がある中で、

例えば事業者がそこを拠点として何らかの事業を

行いながら、その団地の高齢者のケアだとか、そ

の地域の全体的なケアを進めるなど、そういった

ことに活用いただけるのは、当然私どももそうい

った条件があれば十分話し合いながらというもの

になるのだろうというふうに、これからの課題と

してしっかりと議員御心配いただいていますよう

に受けとめまして、恐らくそう遠くないうちに先

進的な、先ほどお話しのとおり都市部ではそうい

った事業展開をされるための公営住宅の活用方法

も具体的な例も数多く出てくるのではないかと思

っていますので、そういったところはしっかり学

びながら、いつ名寄でもあってもいいように備え

るような勉強というか、準備はやっぱり考えてお

きたいなというふうに思っていますので、御理解

を賜ればなというふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ありがとうござい

ました。私の意図のとおりでございますので、よ

ろしくお願いいたします。

それから、進みまして高齢者の運転免許証返納

に対しましては、本当にまず先ほども部長のほう

から御答弁をいただきましたけれども、最初にや

っぱり高齢者の事故防止に向けた環境整備という

のが一番ネックになるのかなというふうに思って

います。そして、それができる段階において、そ

ういう中でやっぱり家族あるいは本人もしっかり

と納得しないと、本当の意味での返納にならない

のかなというふうに考えております。先ほどの施

策については、まちづくりや高齢者事業のそうい
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うような部分で別な問題だというふうにお答えを

いただきましたけれども、それも本当にあわせて

しっかりやっていただきたいなというふうに思い

ますけれども、まず事故防止、あるいは高齢者に

対する教育といいますか、そういう場といいます

か、そういうものの対策というか、そういう部分

に関して何か対応されていることがあればお伺い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今議員のほうからは、

高齢者に対する事故防止のための取り組みという

ことで質問をいただきました。実際問題として高

齢者の方が免許を返納するという場面になると、

簡単にはいかない。一部報道等でもあるのですけ

れども、それが実態なのかなと思います。我々と

しましては、高齢の方は気をつけてくださいとい

うことで、今回交通安全グッズを交付をしている

のは、高齢の方が免許、運転中の事故も多いので

すけれども、逆に言うと歩行中の事故も実はかな

り高い比率があるというふうなデータが出ている

ものですから、車の免許を返納した後も交通事故

には気をつけてくださいという意味合いでこの事

業を開始させていただいたということになってご

ざいます。

議員今おっしゃられたのですけれども、高齢者

の方が免許を返納してもいいというか、そういう

足の確保というか、生活の足の確保というのが大

事なのかなというふうに我々も考えておりますけ

れども、例えば免許の返納者の方、実績でいえば

昨年は６０名程度という実態なのです。ただ、例

えば６５歳以上の方の人口でいえば ０００人近

く、それで後期高齢者の方でいえば ０００人近

くというようなことで、対象者がふえるというこ

とでは別な部分の議論が必要なのかということで

先ほども答弁させていただきましたけれども、高

齢者の交通安全含めて我々は周知に努力をしたい

なというふうに考えておりますし、免許制度その

ものも実は変わってきておりまして、全国的には

返納される方はかなりふえているという状況もご

ざいますので、その辺別に切り離した議論が必要

だと感じておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ありがとうござい

ます。やっぱり先ほど部長が言われましたように、

本当に高齢者の事故というのは全体に私の資料に

よりますと７５歳以上の免許持っている人が４７

７万人ぐらいいるということで、２０１５年の集

計なのですけれども、１４年で事故を起こした全

体の１３％ぐらいは７５歳、その中の４割ぐらい

は認知症だと言われているのです。それで、やっ

ぱりこれはこれからも認知症とか、あるいは高齢

者のそういう病といいますか、そういうようなも

のも含めた上でのことを進めていかなければいか

ぬなというふうに思っていますけれども、ぜひい

ろんなところと連携しながら進めていってもらい

たいなというふうには。例えばタクシーだけでは

なくてバスとか結構あるのですけれども、高齢者

にどれだけ今までやって、１割程度でどのぐらい

の積算になるのかちょっと計算してはおりません

けれども、ある程度これは予算的にできるのでは

ないのかなというふうに思っていますが、今後そ

の辺を含めて、バスの割引券等も含めて足を確保

する段階でしっかり進めていただきたいというふ

うに求めておきたいと思います。

それではあと次に、空き地の活用についてです

けれども、先ほど御答弁をいただきました。名寄

市には、所有不明土地が１０件ほどあって、今は

特に問題とはなっていないというふうな御答弁で

ございましたけれども、今後情報収集して努めて

いくということなのですけれども、これはやっぱ

りいろいろとそういう空き地は例えば空き地だけ

ではなくて農地や山林などのそういう部分も不明

な部分があるのではないのかなというふうに思っ

ているのですけれども、農地や山林の部分でも所

有不明というのはあるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。
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〇経済部長（臼田 進君） 農地、山林において

も不在地主という方がおられます。特にこの間意

見交換等もあったのですけれども、山林において

はネットを介する部分の中で随分小区画での売買

などがされていたというのもありまして、地元に

いない方、あるいは当時はわかったのですけれど

も、代がかわるにつれて地主の方がなかなか連絡

とれないという方については一定数いるというこ

とでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） これは、さっき報

告いただいた１０件の中にも入っていないという

ことですね。わかりました。いずれにしても、こ

の管理というのはやっぱり大変なのではないかな

というふうに、まず。名寄あたりは１０件ぐらい

で、空き地とか店舗が抜けたところとかいうふう

にはあるみたいですけれども、これやっぱりごみ

とか景観にも悪い、あるいはそういうようなもの

で今度はたばこ吸ったものが火災とか、あるいは

防犯、防災とか、いろんなものが出てくるのでは

ないかというふうに考えますので、これは１０件

とはいえどもしっかりと管理をするような形で今

後対策を何かどのようにか考えていただきたいな

というふうに思っていますけれども、現段階でそ

ういうようなものに対する指導とか対策とかとい

うのはどういうふうになされているのか伺いたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 空き地というよりも

空き家の対策ということで答弁をさせていただき

たいなと思うのですけれども、従前は市内におけ

る空き家、空き地の実態、これは把握しておりま

せんでしたけれども、昨年住宅メーカーの空き家

データを活用しながら、名寄市内における実態調

査を行ってございます。その中で町内会等からも

問い合わせや何かがあったりしまして、具体的に

言うと我々のほうから問いかけをして、例えば更

地になるですとか、あるいは使えるような住宅に

おきましては改修して人が住んでいるですとか、

データ的には全体では７００件ということなので

すけれども、名寄地区においては３３０件、その

中で空き家として認識されたものが１７３件、今

申し上げました我々の問いかけもあるのですけれ

ども、除却、解体になったものについては６２件

で、リフォームして住まわれているところが６２

件、その空き家１７３件の内訳なのですけれども、

ちょっと住めないなという状況のものが９４件ご

ざいました。これらにつきましては、先ほども申

し上げましたけれども、町内会等から情報提供ご

ざいまして、個別に特別措置法に基づきまして調

査をして、所有者の方に連絡をとって対処してい

ただいているという実態がございますので、御理

解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） わかりました。で

も、やっぱり空き家のほうはそれなりの条例とか

何かである程度管理はできているのだろうけれど

も、空き地のほうは何かうまくいっていないなと

いうふうに思いますけれども、いずれにしても今

度所有者がわかっていてもそのまま放置している

ところもあるのでないかと。そういうところとい

うのは、どうしても指導なんていうのは、これは

どういう。個人的な問題なので、指導ができない

部分がありますけれども、これはある程度町内会

に頼むとか、何かこういう方法はないものかと思

っていますけれども、やっぱりその辺のあれも今

後考えていくべきなのではないかなというふうに

思っていますけれども、見解があれば伺いたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） いずれにしましても、

粘り強く対応してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 粘り強く頑張って

いただきたいなと。私も借りているところはちゃ
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んと自分でも整備しておきたいなというふうには

思っていますけれども、その辺も含めて、本当に

余り見ばえがしない、あるいは虫が入ったとか、

出てきたとかというお互いの障害事故にもなった

ら困ると思いますので、町内会とか何かの機会に

言っていただければなというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

最後に、アスリート、女性のコーチについて御

答弁をいただきました。やはり今までも相撲あた

りは女性に届かないところなのですけれども、将

来的に相撲も女性の指導者が出たら本当に盛り上

がるのではないかというふうに私は思っているの

ですけれども、先ほど部長のほうからも女性のあ

れはこれから前向きに団体と継続しながらやって

いきたいということで、女性のリーダーのポジシ

ョンがやっぱり向上するということは、これは公

平性の問題だけではないと思うのです。これは、

女性というのは、やっぱり女性のポジションとい

うのは組織にとって能力を発揮する範囲がもう少

し広がるというふうに私は考えておりますので、

ぜひ優秀な女性のアスリートが名寄にもいっぱい

おられると思いますので、これからもぜひ活躍の

場があるように教育委員会のほうでも進めていた

だきたいなというふうに思います。何か見解があ

れば。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 名寄市におきまして

は、特に女性に指導者やアスリートに特化した取

り組みというのはしていませんけれども、先日の

一般質問でもお答えさせていただいたとおり、昨

年度からジュニア育成コーチ養成プログラム事業

ということで指導者の育成を図ってきております。

この中では、当然男性、女性門戸なく指導という

か、育成をしていきたいというふうに考えており

ますので、競技団体等とも関係はしていきますの

で、その辺も含めて、特に女性だからという、メ

ンタルケアの部分とかというところでまた違う視

点からの検討も必要だとは思いますけれども、と

りあえず昨年から行っていますこのプログラム事

業を継続して進めていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄市経済の現状と課題について外３件を、佐

藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をさせて

いただきます。

まず、１点目は、名寄市経済の現状と課題につ

いてであります。北海道は、道内各総合振興局内

の地域ごとに地域経済カルテをまとめ、公表して

います。上川北部では、和寒町以北中川町に幌加

内町を加えた地域を対象に平成２６年１１月１２

日、同１２月２５日に実施した意見交換会の概要

を公表するとともに、人手不足、地域商業の活性

化、地域の魅力を生かした活性化のテーマを設定

して行った検討結果も掲載しています。その中で

地域の現状課題については、名寄市に限ったもの

ではありませんが、例えば消費税の納税額が ６

倍になり、納税資金を蓄える必要があるが、運転

資金に回しがちになる。また、飲食店や理容店は

消費税の転嫁ができていない。農業後継者は３

６％、６５％が離農せざるを得ない。商工業者は、

高齢化、今後５、１０年たつと廃業するなど厳し

い指摘があるとともに、福祉関係では名寄市立大

学福祉学科の卒業生は入学後に福祉の実態を知り、

福祉業界へ行かない人も多いなどの声が掲載され

ています。先ほども述べたように、この地域経済

カルテは、平成２６年次のものであり、その後約

３年半が経過した現在同カルテに指摘されている
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事項はどのように変化してきたのか、現状の分析

を踏まえお答えをいただきたいと思います。

地方財政に大きな影響を与える政府の財政運営

指針、骨太方針の全体像が明らかになってきまし

た。その中で過去２回延期されていた消費税増税

について、２０１９年１０月に消費税を８％から

１０％に引き上げるとの記述が盛り込まれました。

基礎的財政収支の黒字化は、２０２０年度から２

０２５年度に先送りされましたが、さきの地域経

済カルテにあるように消費税増税時の市内経済や

市民生活への影響についてどう推察されているの

か、消費税増税時の市の対応についてお考えをお

伺いします。

さらに、確立した財政規律については、市内の

経済動向に左右されることなく堅持される姿勢な

のか、柔軟に対応する姿勢なのかをお伺いします。

次に、名寄市立大学の将来像についてお伺いし

ます。設置者である市長は、この春の市長選挙時

の後援会会報の中で、大学の進化として最初に独

立行政法人化の検討を掲げられました。名寄市立

大学の経営形態について、４年間の任期の中で独

立行政法人化に向けて前向きに検討する姿勢が示

されたと解釈してよろしいのか、また進化を掲げ

られる市長自身、学内で検討される地域枠や入学

金軽減策など地域優遇策についての見解もお伺い

します。

加えて執行方針に盛り込まれた計画的な施設整

備などを進める、認証評価受審時に取り組む際の

教育研究や学生支援、社会連携、社会貢献など、

さまざまな分野における改善、向上は新たな施設

整備の必要性があるという認識にあるのか、また

改善、向上とは何を意図されているのかをお伺い

します。

次に、名寄市の各種ボランティア団体の現状と

課題についてお伺いします。これまで名寄市には、

さまざまなボランティア団体が市民生活向上のた

めに尽力してきましたが、ことし３月末現在の名

寄市の高齢化率が３２％台に突入する３ １０％

となり、後期高齢化率も１７％台に間近の１ ９

６％になっていることに象徴されるように、会員

の減少及び高齢化は年々深刻度を増しております。

現状で推移すれば、ここ１０年内には活動継続は

困難になる団体が複数出ることが懸念されますが、

各団体の会員の現状をどう把握され、今後にどう

いう見通しを持っているのか、また各団体の活動

が市民生活とどうかかわってきたという認識をお

持ちなのか、加えて過去も大きな議論となったこ

ともある有償ボランティアの必要性への見解につ

いてもお伺いします。

最後に、名寄の冬を楽しく暮らす条例について、

市政執行方針にも地域における利雪・親雪の取り

組み推進と盛り込まれましたが、改めて同条例制

定後の具体的取り組み、条例の理念及び目指すべ

き姿、さらには発言の意図をお伺いし、この場か

らの質問とします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 佐藤議員から大項目で４

点にわたりましての御質問いただきました。大項

目２の小項目１については私から、大項目２、小

項目２及び小項目３は大学事務局長、大項目１の

小項目１及び小項目２については経済部長、大項

目１、小項目３及び小項目４、大項目３、大項目

４については総務部長からそれぞれ答弁となりま

す。

大項目２、小項目１、経営形態及び地域優遇策

の基本的な考え方についてお答えをいたします。

名寄市立大学については、旧短期大学の開学以来

５８年、４大開学後１２年が経過をし、この間

５００名余りの卒業生を輩出をし、保健、医療、

福祉、保育、教育など多くの分野で活躍をしてお

ります。この間開学当初の食物、被服の家政系学

科から出発をし、児童専攻課程及び看護学科の設

置、栄養、看護、社会福祉学科から成る保健福祉

学部の設置、児童学科の廃止と社会保育学科の設

置などまさに時代のニーズに合わせて大学自身が

進化をしてきております。公立大学の設置、経営
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形態につきましては、平成３０年度の公立大学９

２のうち法人化大学は８０でございまして、法人

化の比率は年々増加しており、このような状況を

鑑み、法人化等経営形態のあり方については今後

検討していかなければならない課題と認識をして

おります。

次に、地域枠、入学金軽減などの地域優遇策に

ついての基本的な考え方について申し上げます。

現在市立大学では、平成３３年度入試から導入を

される大学入学共通テストを含めた大学入学者選

抜改革の検討を学内にワーキンググループを設置

をして進めておりますが、地域指定枠については

上川北部圏域の意欲的な学生の入学機会を確保し、

圏域の要望に応えていくとした大学開学時の理念

を継承する所存でございます。また、入学金につ

いては、平成２８年度の社会保育学科設置による

保健福祉学部再編の際に名寄市立大学の授業料等

徴収条例の一部改正の際に議論をいただきました

道北地域内のメリットを確保するという考え方を

維持してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目２の名寄市立大学の将来像についてのうち、

小項目２の執行方針に盛り込んだ計画的な施設整

備などを進めるの意図について申し上げます。

大学の施設整備につきましては、図書館や新棟、

５号館の整備及び今年度の学生会館の改修など既

存施設の改修により大型工事は終了するという認

識を持っております。お尋ねの計画的な施設整備

を進めるの意図につきましては、新たな施設整備

を進めるというものではなく、校舎などそれぞれ

の施設で適切な維持管理を行う中で延命化を図る

とともに、計画的に空調環境の整備やトイレの洋

式化を行い、学生の教育環境の向上を図るという

趣旨でありますので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目３の認証評価時に取り組む教育研

究や学生支援、社会連携、社会貢献などさまざま

な分野における改善、向上の意図について申し上

げます。市立大学では、今年度大学基準協会の認

証評価を受審することとして、先般点検評価報告

書などの評価資料を提出をいたしました。この点

検評価報告書は、内部質保証、教育研究、学生支

援、社会連携、大学運営財務など１０章にわたり

それぞれ章ごとに現況説明、長所、特色、問題点、

全体のまとめなどにより構成され、現状の総括と

すぐれた点、さらには問題点を整理し、将来に向

けた方策を見定める内容となっており、大学にお

いて教授会等で全学的に協議検討し、作成したも

のであります。

お尋ねのさまざまな分野における改善、向上の

意図は、この認証評価受審時の取り組みを一過性

のものに終わらせず、今年度設置した内部質保証

推進委員会及び当該委員会の具体的な活動を担う

教育質保証部会、学生支援部会、研究促進部会、

社会連携部会における協議検討、加えて将来構想

の着実な推進などにより大学運営全般において今

後も継続して改善、向上に取り組んでいくという

趣旨でありますので、御理解をお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の１、名寄市経済の現状と課題について、初めに

小項目の１、北海道が公表する地域経済カルテと

現状の分析について申し上げます。

地域経済カルテにつきましては、平成２６年４

月に消費税が８％に引き上げられたことを受け、

北海道が各振興局内の地域ごとに開催をした地域

プラットフォーム会議での議論を踏まえてまとめ

たもので、地域で共有するとともに、道において

はその後の政策立案や国への提案に反映すること

とされております。このカルテが取りまとめられ

てから３年ほど経過をいたしましたが、ハローワ

ークなよろ管内における有効求人倍率については

依然高水準で推移をしており、人手不足があらわ

されております。また、商工会議所が四半期ごと

に実施をしております景気景況調査におきまして
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も人手不足はいまだ続いているほか、好転の回答

企業と悪化の回答企業の差でありますＤＩにつき

ましては、全業種平均で全国では改善傾向にある

ものの、名寄市では次期への見通しを含め悪化傾

向を示してございます。この間本市におきまして

は、国の交付金などを活用した消費喚起施策のほ

か、中小企業振興条例を改正し、創業支援や人材

育成に資する支援などを新たに創設し、堅調に活

用されているほか、平成２８年１０月からは名寄

市住宅改修等推進事業を実施し、市民の住宅改修

需要を喚起しているほか、市内建設関係業者から

も高い評価をいただくなど、市内経済の活性化に

資する取り組みを進めております。また、農業に

おきましても第２次農業・農村振興計画を策定し、

ＪＡとの協調により新規就農や農業後継者などに

係る施策を拡充して担い手の確保に努めていると

ころであります。

次に、小項目の２、消費税増税となった場合の

市内経済、市民生活への影響について申し上げま

す。平成２６年４月に消費税が８％に引き上げら

れた際に、日本商工会議所が各地商工会議所管内

の中小企業を対象に実施した実態調査によります

と、消費税引き上げ分を全てあるいは一部転嫁で

きていると回答した事業者は約９割で、平成９年

の５％への消費税引き上げ時に比べますと約３割

増加しており、前回の消費税引き上げ時に比べよ

り円滑に転嫁が実現しておりました。一方、製造

業や建設業、卸売業など企業が企業に対して物を

売るビー・ツー・ビーの業種が転嫁できていると

の回答が多く、小売業や飲食業、宿泊サービス業

など企業が個人に物を売るビー・ツー・シーの業

種については転嫁できていないとの回答が多いこ

と、また売上高が小さい事業者ほど転嫁できてい

ない回答が多いことなどの課題が見られたところ

であります。

地方都市であります本市の経済状況がさきにお

答えした厳しい状況が続いた場合、消費税が１０

％に引き上げられますと、市内経済や市民生活の

影響は少なくないものと推察いたしますが、国の

施策などの動向を注視するとともに、名寄市中小

企業振興条例に基づく支援施策の活用拡大や住宅

改修施策の継続、生産性向上特別措置法に基づく

特例措置法などの積極的な活用促進など市内経済

の活性化を図るとともに、市民生活の影響を抑制

するよう努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１

の小項目３と４及び大項目３、４についてお答え

いたします。

初めに、大項目１の小項目３、消費税増税とな

った場合の対応についてでございますが、消費税

増税時における市の対応として、公の施設の使用

料及び利用料への消費税転嫁が考えられますが、

平成２５年に総務省から消費税率の引き上げに伴

い、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう使用

料改正に関する条例改正等の措置を講じるよう通

知がなされており、現在の本市の各施設の使用料

については消費税を含んだものとして設定してお

ります。来年１０月に予定される消費税増税に際

しても国による取り扱いの変更は現在のところ想

定されていないことから、各施設の使用料につい

ては適正に消費税を転嫁する形で改正が必要とな

ると考えております。

次に、小項目４、市内経済動向と財政規律につ

いてお答えいたします。財政規律については、地

方交付税の動向、公共施設の老朽化への対応、公

債費や基金残高の推移などから今後の名寄市の財

政状況は決して楽観視できる状況ではないことか

ら、名寄市が将来にわたって持続的な財政運営が

できるよう各種の指標等について目標値を設定し、

健全な財政運営の維持に努めていくためのガイド

ラインであります。

お尋ねの市内経済の動向による財政規律の対応

の考え方ですが、現在においても地域経済の活性

化を目的としてさまざまな施策を展開しており、
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引き続きその時々に必要とされる施策に対し財政

出動も必要であるものと考えております。また、

それら施策の財源には市債や基金の活用も検討し

なければなりません。市内経済の動向のみならず、

多様化する市民ニーズに応えていくためにも基金

など限られた財源を重点的かつ効果的に活用する

よう努めていかなければなりません。また、将来

を見据えた健全な財政運営を維持していくために

も、まずは現状の財政規律をしっかりと遵守して

いくべきものと考えております。

次に、大項目３、各種ボランティア団体等の現

状と課題についてお答えいたします。初めに、小

項目１、会員状況の現状把握と今後の見通しにつ

いてでございます。ボランティア団体の現状につ

きましては、介護、福祉を初めスポーツ、各種イ

ベント運営など幅広い分野で自主的な活動がされ

ており、関係する担当部署において全体の把握は

困難なところでございます。町内会を取り巻く状

況を鑑みましても、会員の減少、役員の高齢化や

担い手不足問題など各種団体における組織的な課

題は共通するものと思われ、今後の高齢化や人口

減少などの社会現象が団体、組織運営に少なから

ず影響すると推察されます。

次に、小項目２、各団体の活動と市民生活のか

かわりについてお答えいたします。町内会を初め

ボランティア団体などさまざまな団体の自主的な

活動が地域の活性化やまちづくりに欠かせないも

のとなっております。企業、町内会などの地域の

ごみ拾いや花の植えつけ、スポーツや地域イベン

トは多くの市民や企業、団体の協力により支えら

れており、ほかにも市民や学生による本の読み聞

かせや小中学生の学習支援、ＥＮ―ＲＡＹホール

ボランティアや社会福祉協議会でのボランティア

センター、多分野、多世代地域交流拠点ここほっ

とでの幅広い地域活動など、団体から個人の活動

まで多様な社会奉仕活動が市民生活に大きくかか

わってきていると考えております。

次に、小項目３、有償ボランティアの必要性の

見解についてお答えいたします。有償ボランティ

アにつきましては、ボランティアはそもそも金銭

的な対価を求めないなど見解が分かれるところで

あります。自主的に行われるボランティア団体の

運営や活動の全容把握は困難ですが、ボランティ

アスタッフへの食事の提供や交通費程度の謝礼な

どの対応をしている場合もあれば、全くの自己負

担で参加するケースも想定されるところです。各

ボランティア団体の自主性を尊重し、有償、無償

という観点よりは地域の社会に貢献する活動が今

後とも継続されるよう支援をしていきたいと考え

ております。

次に、大項目４、名寄の冬を楽しく暮らす条例

の現状と課題についてお答えいたします。初めに、

小項目１、制定後の具体的取り組みについてでご

ざいますが、利雪・親雪の取り組みにつきまして

は市民と行政との協働により雪や寒さを生かして

冬の生活をより暮らしやすく、楽しいものにする

ため、多くの取り組みがなされてきました。具体

的には、冬の生活空間確保として融雪溝の整備や

排雪ダンプ助成事業、除雪ボランティアなど除雪

に関する取り組みがされ、冬に強く快適な住環境

づくりとして北方型住宅モデルとなる公営住宅の

建築や外断熱工法を取り入れた小学校建設、民間

住宅においては高気密、高断熱住宅などの普及が

進んだところであります。冬のスポーツ活動やイ

ベント、レクリエーションなど冬を楽しむための

取り組みとして、冬季スポーツの環境整備普及に

努めてきており、現在は本市の自然や施設環境、

専門的な人材の強みを生かして冬季スポーツの拠

点化を目指しております。また、スノーランタン

や雪フェスなど冬を楽しむイベントもさまざまな

地域、団体で取り組まれ、名寄の冬に欠かせない

生活文化として定着しており、ホワイトマスター

や利雪親雪推進事業補助金制度についても継続さ

れております。

次に、小項目２、条例の理念、目指すべき姿に

ついてお答えいたします。平成元年に制定された



－154－

平成３０年６月２０日（水曜日）第２回６月定例会・第４号

名寄の冬を楽しく暮らす条例は、積雪寒冷の気候

風土を有する名寄市の生活文化として、市と市民

が協力し、一体となって冬に強いまちづくりを進

めております。快適な市民生活と雪や寒さを生か

して冬の生活をより暮らしやすく楽しいものにす

ることを目的とされ、除雪、イベントなど多くの

施策や取り組みがされているところです。具体的

な取り組みを行うことはもちろん、市民と行政が

利雪・親雪の意識を共有しながら、お互いの連携、

協力を通じ冬を楽しく暮らす環境づくりに心がけ、

日々の暮らしや文化、スポーツなど市民一人一人

がさまざまな場面で実践していけるよう行政とし

ても支援していきたいと考えております。

次に、小項目３、市政執行方針に盛り込んだ地

域における利雪・親雪の取り組み推進の意図につ

いてお答えいたします。平成３０年度の市政執行

方針の中では、名寄の冬を楽しく暮らす条例の理

念をまちづくりに反映させていくため、市民委員

会と連携し、利雪・親雪の取り組みとあわせ意識

啓発、情報発信をするとしており、昨年も同様に

方針に盛り込んでいるところです。最近では、冬

季オリンピック等で北海道出身選手の活躍もあり、

スキー、スケート、カーリングなど冬のスポーツ

に間接的にも親しむ機会がふえています。一方で

は、降雪の多さによる市内の移動や除雪作業など

マイナスイメージが強まる中でも、例えば冬の風

物詩である北の天文字焼や地域のスノーランタン

のイベントを通して冬の楽しさが感じられます。

これらを冬カレンダーなどで市内外に情報発信す

ることで、少しでも楽しく冬を過ごすことを感じ

ていただくことはとても有意義であり、重要な要

素であると考えております。今後も市民委員会や

市民等から寄せられる意見を参考にさせていただ

くとともに、支援を継続し、条例の推進に努めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、順次再質問していきたいと思

いますけれども、まず名寄市の経済の現状と課題

ということで、北海道が公表する地域経済カルテ

について臼田部長からるる御説明をいただきまし

たけれども、やはり説明にもあったように２６年

４月に８％に引き上げられたときの状況というの

は、まさに全国的な状況がそういう状況であった

のかもしれませんけれども、この経済カルテで言

っているのは消費税の納税額が ６倍になり、納

税資金を蓄える必要があるが、運転資金に回しが

ちになると。これがまさに地方の実態だというふ

うに思います。消費税は、どうしても一時的に企

業のほうが預かって国のほうにお支払いするとい

うことですけれども、市内経済が相当よくない状

況だと運転資金に回してしまって、結局は支払う

ときに一回で払えなくて複数回数にするとかとい

う状況があるので、正直市内でもやはり消費税は

ちょっと無理ではないかという、もう少し先に送

ったほうがいいのでは、過去も送っていただいて

いますので、そういう声があるので、この際松岡

参事監に少しお伺いをしたいというふうに思いま

すけれども、今申し上げたように消費税は１９８

８年１２月に成立をして翌年４月から３％でスタ

ート、その後９４年４月から５％、そして２０１

４年４月からは８％というふうに引き上げてきて

いますが、翌１５年１０月から１０％に上げると

いう方針でありましたけれども、御案内のとおり

１７年４月に延期、さらに１９年１０月に延期と

いうふうになっております。ところが、５月２８

日の経済財政諮問会議において麻生財務大臣が提

出した新たな財政健全化計画等に関する建議の概

要という中では、財政健全化には約束どおり消費

税引き上げが大前提となるというふうにうたって

おりますけれども、消費税増税は待ったなしの大

前提というふうに解釈してよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） まず、前段経済部長か

らも答弁ありました北海道の地域経済カルテとい
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うものでもいろいろ指摘があるということでした

けれども、まさに消費税というものへの課題では

ありまして、納税資金を蓄えるのを運転資金に回

しがちになるというのはもう前から言われていた

課題でありまして、私も実際に国税局の出向時に

徴収部門併任がかかったときにそういう零細の業

者はどうしてもそうなりがちなのですけれども、

しかしそれもしっかり納めてもらう必要があると

いうことで徴収のほうもやらせてもらったことも

あります。しっかりこれは国税庁のほうで対応し

ていることでありますし、また転嫁対策というこ

とで、今回たしか転嫁Ｇメンとか、そういう言葉

があったと思いますけれども、経済産業省のほう

で転嫁について取り組んでいたと思いますけれど

も、引き続きしっかり事業者だけが負うことにな

らないように対策はしていくことだと思います。

その上で今回の基準、プライマリーバランスの

目標の先送りになりますけれども、ただ２５年度

までに黒字化を目指すということが掲げられたこ

とにつきましては、まさにいわゆる団塊の世代が

全て７５歳以上となる２０２５年度までに財政健

全化の道筋を確かにするということでありまして、

そのためには会議の中で財務大臣が述べておりま

すとおり消費税率の引き上げが大前提ということ

になりますし、ただ歳入面だけでなくて歳出面、

各分野にわたって歳出改革が行われるということ、

そうした財政の健全化の取り組みにあわせて景気

が腰折れしないように、経済が良好な状況で推移

するようにということも踏まえて、そちらが車の

両輪として、両方両立させることでプライマリー

バランスの黒字化を目指すということにされてい

るということであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） プライマリーバラン

スの黒字化については、２０２０年度にやるとい

うのが当初の方針で、それをやるために消費税は

増税しなければいけないという、社会保障との一

体改革もありましたけれども、でもそれはなぜ延

ばしてきたかというと、１つは一般的に言われて

いるのは各種選挙への影響、さらには景気回復の

期待という、この２つが要因があって２回延ばし

てきているのではないかというふうに思いますけ

れども、来年は御案内のとおり統一地方選挙があ

って、参議院議員選挙があるけれども、それでも

やっぱり国は今の景気動向からいってやると。そ

れは、２０２５年のプライマリーバランスの黒字

化というのが至上命題だというふうに参事監は認

識されているということでよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 繰り返しになりますけ

れども、２０２５年度までにということで申し上

げたとおり、それには消費税率の引き上げも大前

提になっているというふうに認識をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） もう一つ、麻生財務

大臣の建議の概要の中で地方財政についても少し

語っている部分があって、１つは国、地方の財政

状況の違いも考慮しつつ、地方歳出を不断に見直

し、歳出歳入ギャップを縮小していくことが重要

であるというふうに言われていますし、また地方

の歳出額は計画は決算を継続的に１兆円前後上回

っていると。財政保障の適正規模については、よ

り一層の精査が必要、あるいは計画と比較可能な

決算の公表検討、歳出規模を効率的な団体の規模

に合わせていくべきだというふうに述べておりま

す。これは、どういう意味というふうに捉えたら

よろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 先ほど述べましたとお

り、消費税率の引き上げもそうですし、歳入面で

もそうですし、歳出面でも各分野に当たって不断

の見直しをしていくということが財政健全化の前

提となっていまして、それは地方財政ないし交付

税等も例外ではないということで、今述べられた

ところは財政制度等審議会の建議からとっている

ものでして、主に項目としてはマクロにかかわる
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ところが多いと思いますけれども、地方歳出全般

の見直しを通して歳出歳入のギャップを縮小して

いくですとか、あるいは決算額の分析を通じて財

政の適正規模というものは精査していかなければ

いけないとか、あるいは決算の今自治体ごとの決

算がなかなか比較しづらいとか、そういったこと

が委員から常々言われていて、それを見える化を

進めていって、良好な運営をしているところの例

を横展開を進めていくことで地方全体の財政をよ

くしていこうといったところを主に述べているも

のかというふうに認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 参事監のお話では、

やっぱり来年の消費税２％アップというのは既定

の事実というか、そこに向かうという方向で行く

ということでありますけれども、参事監はまた来

月からお戻りになりますけれども、２年間名寄市

で勤務されて、地域の経済というもの、地方経済

というものを相当熟知、お勉強されてきたのだと

いうふうに思いますけれども、消費税が増税にな

った場合、２年間生活してみた名寄市を初めとし

た地方経済というのはどういう影響与えかねない

というふうに認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） よく言われております

ように、さきの５％から８％への引き上げ時にお

いては、これが過去の例で見ると消費税は引き上

げるけれども、例えば所得税を引き下げるとか、

そういうネットではプラス・マイナスになるとい

うところもあったものに対して、今回初めて純増

税という形でやったということ、そしてそれに伴

って駆け込み需要が発生して、その後景気の落ち

込みがあったということですとか、そういった大

きな地域あるいは日本全体の経済について影響を

与えていたということは間違いないことかと思い

ます。そして、それを踏まえて、ただ今回８％か

ら１０％に上げるということに当たっては、各対

策を講じて引き上げに当たってのそういう経験を

腰折れを生じさせない対策を打つということです

とか、あるいは増税幅が２％であり、３％から２

％になったことに加えて、軽減税率というもので

食料品ですとか、そういったものについてはそれ

を適用するとか、全体を通してとにかく財政健全

化と景気の回復というのは車の両輪でありますか

ら、しっかりと進めていくということで、そうい

う方針になっているというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 改めて松岡参事監に

は、この２年間いろんなことで財政議論をさせて

もらいましたけれども、ぜひ地方の経験を財務省

のほうで生かしていただきたいというふうに思い

ますし、来週月曜日総務文教常任委員会で御講演

いただきますけれども、きょう資料が来まして、

岡本全勝さんというのですか、元復興庁事務次官

の方の資料が少し添付されて、多分これ松岡さん

が自身で添付されたものだと思いますけれども、

国家公務員は全体の観点からある政策を見ていま

す。しかし、これからは現場で事例を見てきて研

究の現場を持っている地方公務員こそ勉強し、そ

れを世に問う条件が整ってきています。国家公務

員と地方公務員の役割が変化してきているという

ふうに、この両方を経験されてきたわけでありま

すので、改めてこの間のお礼を言いながら、今後

も名寄市のためにぜひお力添えをいただければと

思いますので、２年間本当にお疲れさまでした。

ありがとうございました。

次、ここで天野建設水道部長にお伺いしたいと

思いますけれども、この麻生大臣が示した建議の

概要では、地方財政にかかわり、１つ、これまで

上下水道のあり方については民間委託を含めてと

いうところがずっと通説でありましたけれども、

今回は人口減少社会に突入する中で行政サービス

を安定的、持続的に提供していくため、上下水道

を含め広域連携を一層進めるべきというふうに強

調されておりますけれども、名寄市の現状あるい

は近隣の現状を含め、担当部長としてはこういう
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建議の内容についてどういう見解をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今水道を中心と

いたしました広域連携ということで、水道事業で

例に挙げて申し上げますと、広域連携イコール例

えば経営事業、施設のハード面、これをもう一体

化していくというところまでには一足飛びにはい

かないというのは御理解いただけるのではないか

なというふうに思います。今水道事業の広域連携

というのは、例えば事務部門だとか技術的な部門

だとかで一部事務組合的な組織をつくり、複数の

水道事業者が集まって力を出し合って、人材や技

術者の確保なども含めてそこをカバーしていくと

いった形が全国的には多いというふうに承知して

います。ただ、北海道の場合、これは札幌圏を除

きまして、こう言うと語弊あるかもしれませんけ

れども、大変薄く広いエリアで、水道事業の規模

ももう大なり小なりさまざまでございまして、ハ

ード面での合体というのは当然難しい条件もいっ

ぱいありまして、逆に言えば地方に行きますと水

道技術者のいないようなところもいっぱいござい

まして、ある面そういったところを補う面でも事

務的なものだとか、先ほど申し上げておりますよ

うに技術部門だとか、そこはお互い力を協力し合

うと言ったらおかしいのですけれども、そういっ

た共同作業というのはこれから求められる時代に

入ってくるというふうに思っています。北海道が

この音頭取りをして何とか広域連携を進めるよう

にという、いろいろ北海道を幾つかのブロックに

分けましたブロック別の会議だとか、そういった

機会を設けていくよというので、現実的にはなか

なか道も頭を痛めているというような状況なので

すけれども、そう遠からず近いうちにはそういう

事務的な作業はどこかで一括化するだとか、技術

者、例えば当市の水道の技術者が水道技術者のい

ないところへ入って技術指導をするだとか、そう

いったことは当然求められる時代に入るのだろう

というふうに思っていますので、十分この点には

着目しながら、いざというときには対応できる形

を考えていかなければならぬなというふうに思っ

ています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 消費税増税について

ここで議論するよりも、国の制度ですので、議論

することではないのですけれども、正直愕然とし

たのは、さっき臼田部長説明されましたけれども、

名寄商工会議所が発表した第９回の景気景況調査

報告というのがあります。あれを見て本当にこれ

大丈夫かよというのは、これから消費税が２％増

税になったときに市内の企業というか、経済もつ

のかと。例えば先ほど説明もありましたように、

これは会議所の会員企業７０社を対象に調査され

ているそうでありますけれども、ことし１から３

月期の全業種の平均業務ＤＩ、好転回答企業と悪

化回答企業の差であります。これはマイナス１

２ポイント、これからの４から６月の見込みでも

さらに悪化して、今度はマイナス１ １ポイント

と。景況について同会議所では、全国は先ほど部

長おっしゃっていました。全国は改善傾向にある

が、名寄市は当初より悪化傾向にあるという分析

をされています。では、本当にそれぞれどうかと

いうと、業種別ＤＩを見ても例えば製造業も１か

ら３月期はマイナス１ ７、４から６月期はマイ

ナス１ ７と同じ。今期好転がなくなって不変が

増加して見通しも同様と。建設業においては、マ

イナス１５のマイナス２０と。悪化が増加して見

通しも好転ゼロと。先行きに不安感。卸売業につ

いてもマイナス２ ３、マイナス２ ７で、今期

好転回答ゼロと。市内全体の人口減少を不安視し

ている。サービス業は、マイナス ０、今後につ

いてはマイナス１５でありますけれども、今期は

好転が ５％増加したけれども、見通しは好転は

ゼロと。新店舗が出てきて顧客の分散による影響

があるということになっているのは、これはもう

既に御承知のとおりだと思いますけれども、橋本
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副市長はこのような情勢下であっても先ほど中村

総務部長から御説明ありましたけれども、財政健

全化の財政規律については堅持するような姿勢で

あるということでありますけれども、また一昨日

の代表質問では普通建設事業２０億円についてで

こぼこが出るというふうに答弁されておりますけ

れども、そのでこは何を意味をされておりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、普通建設事業の

でこの部分でありますけれども、財政規律で大き

く３点です、正しくは２点なのですけれども、プ

ラス１点どうしても避けられませんので。１つは、

臨時財政対策債を除いて返す以上に借りないとい

うところ、そしてもう一つは、基金をどう使うか

という、基金は一定数字を確保すると。その基金

あるいは公債費においては、当然財政指標のほう、

実質公債費比率、将来負担比率と、ここの部分に

影響があるということで、合わせて３点を見なけ

ればならないということであります。普通建設事

業２０億円なのですが、ただしここを細かく分析

していきますと、これは歳出側ですので、例えば

ここに補助金あるいは交付金が入ることによって

２０億円が３０億円、ふえるケースもあると。そ

れを考えますと、これは時間軸の問題あるいは国

の政策の問題によりますが、例えば地方創生交付

金におきますと最初は主にソフト事業だったので

すが、後ほどハード事業もいいよという転換があ

りました。こういう契機といいますか、それを捉

えるときにひょっとしたらでこの部分が出るかも

しれない。ただ、そうなると公債費の部分は大丈

夫なのだけれども、トータルをするとそこに基金

どうしたらいいのかというのが出ます。ですので、

そのタイミングを逃さないという意味での一時的

に普通建設事業が出てくる場合も想定されるとい

うのが答弁の真意でございます。

それと、財政規律と経済情勢のお話であります

が、基本的には財政規律を今言ったような形で進

めていきますけれども、当然経済情勢が悪くなる

と何らかの形で政策は打つ必要があるだろうと考

えております。国の施策はマクロベースでありま

すので、なかなか名寄市のような地方のところに

的確にヒットするものはないかもしれません。そ

うなると、私どものほうで行政側のほうで施策を

打たなければならないことになりますが、お話し

したとおり細かな事業発注のスケジュール感です

とか、事業量のこともありますし、もう一つはや

はり何か政策を打つとなるといろんな部分に好影

響を与えるような、一石二鳥、一石三鳥ぐらいま

で見越した上の政策が必要になると。それも十分

これからは考慮しなければならないというふうに

思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今副市長がおっしゃ

るように、財政規律はやっぱりこれから名寄市の

財政の課題を考えると堅持する必要があるけれど

も、一方では述べているように消費税来年上げら

れたときの市内経済、市内企業への影響度を考え

ると、本当に行政サイドだけでの切りつけという

形がいいのかどうなのかというのは私も判断が揺

らぐところだというふうに思いますけれども、そ

のためにもこの際名寄市内の経済を支えている企

業、あるいはいろんなサービス、いろんな業種が

あると思います。会議所の会員である７０社、あ

るかもしれません。その実態とこれからの見通し

というのは、行政的にもしっかり押さえておいて、

適時適応した施策の展開、施策の打ち方というの

をしていかないと、このままだと本当に気がつい

たころにはこれから人口減少もどんどん進んでい

く、６０歳以上の人も年間１５０人名寄を出てい

くという状況からいうと、やはり人がいなくなる

と売り上げが伸びないと。あるいは、大型店がさ

らに進出してくる。あるいは、コンビニや何かを

含めていろいろな意味で商業界がとられていくと

いうことを含めると、もういいやというようなこ

とにならないような施策を展開しなければいけな

い。そういう意味では、庁内で一回やっぱり横断
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的にしっかり経済を議論できる、あるいは実態を

把握できるようなセクションが必要だ、協議の場

が必要だと思いますけれども、副市長はどういう

見解をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 総合戦略の中におきま

しては、経済元気化プロジェクトということで先

行して進めさせていただいておりますが、その中

でＫＰＩあるいはデータ分析ということも進んで

おります。ただ、総合戦略の重点プロジェクトは

やはり横串というのが１つありますので、御指摘

のとおり市内の経済状況についてはまちづくり懇

談会、あるいは進めております総計の意見の交換

会におきましても人手不足ですとか、そのような

切り口からたくさんのお話伺っております。先ほ

ども申しましたとおり、一つの施策については一

つの目的だけではなく、複合した政策目標、政策

効果は必要だというふうに認識しております。そ

うなると、当然庁内におきましても横展開をしな

がらというセクションが必要であるという認識を

しております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 転ばぬ先のつえ、あ

るいは物事が起きてから対応しようとしてもなか

なか企業というのはそれだけの体力がなくなって

きていると。難しい状況もありますので、実態把

握とやっぱり的確な判断をされるような取り組み

をぜひ御期待をしておきたいと思います。

それと、市内団体についても午前中の佐々木議

員と高齢者事業センターのお話がありましたけれ

ども、本当に市内の各種団体というのは高齢化が

進んでいると。私も心配するのは、５年、１０年

したら各団体が本当に活動ができなくなるような

状況があるのではないかと。既に中村部長の答弁

の中でも高齢化、人口減少の影響があるというこ

とも推察しているというお話がありましたけれど

も、それぞれのセクションでやはりそれぞれが抱

える団体の実態あるいは見通し、要するにお金を

補助しろということではなくて、実態をしっかり

把握してお互いにそれぞれの団体が存続していく

ような道を探るような取り組みが必要と思います

けれども、これは全部署にわたりますので、改め

てまた橋本副市長にお伺いしておきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 実際それぞれの各団体

で高齢化が進んでいる。代表的なものは、ずっと

お話のあるとおり町内会の役員さんのところも当

然ですけれども、私の所属している団体でも高齢

化、人材不足、人がいないというのは進んでおり

ます。これは、補助金、負担金の見直しのときに

も多少表に、内実として少しずつわかってはきて

いたのですけれども、やはり人がいなくてなかな

かその事業が進まない。そして、行政側としては

団体サイドと協調しながらいろんな広域的な事業

も行っているということでありますので、行政サ

ービスの面からも非常にかかわりの深い問題であ

ります。改めて情報収集、それから対応策につい

て練り上げていきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 本当にこれは、私は

喫緊の課題だというふうに思うのです。私が所属

する団体あるいは同じように活動する団体を見て

も、多分この５年、１０年で全道的にも半分ぐら

いになるのではないかというぐらいの状況で推移

している。平均年齢は、もう７０歳を超えてしま

っていると。５０代でいる会員の皆さんのほうが

少ないという実態がやっぱりあるのです。これは、

地方に行けば行くほどその状況が強くなっている

ので、それは一番はやっぱり市民生活への影響と

いう、あるいは市民活動への影響というのは否め

ませんので、ぜひそのことについて御留意をいた

だいて、早急に取り組まれることをお願いをして

おきたいと思います。

次、名寄の冬を楽しく暮らす条例についても中

村部長からるる説明がありましたけれども、名寄
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の冬を楽しく暮らす条例については平成元年に制

定されて、行動しておりますけれども、一方庁内

には検討委員会という組織があります。委員長は

副市長と、副委員長で総務部長と建設水道部長と

いうふうになっておりますが、天野建設水道部長、

ここに行ってどういう提言をされましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私今現在建設水

道部長のポジションにつきまして、昨年の春から

１年３カ月の期間でございまして、検討会なる会

議、今私の手元に全く材料なくて申しわけないの

ですけれども、会議等々あって発言したかという

のは記憶、記録等持ち合わせていませんので、何

とも申し上げられませんけれども、機会があれば

当然私どもの建設、除排雪の立場で何か意見など

を申し上げねばならぬ機会であろうというふうに

は理解していますけれども、ちょっと間違いない

記録等々手元にございませんので、そのぐらいで

御理解いただければと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 要するにやっていな

いのです。結局こういういい全国的にも珍しい名

寄の冬を楽しく暮らす条例を制定をして、それを

推進するために庁内でもこういう委員会をつくっ

た。なぜ副市長、開かなかったのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 開いていなかったこと

については、改めておわび申し上げなければなら

ないと思っております。私の記憶ですと、平成２

７年度の後半か２８年度の前半に一回開いたとい

うふうふうに記憶しておりますが、そのときは改

めて冬の暮らしを含めて利雪・親雪というキーワ

ードでどういうことができるのだろうということ

で、それぞれまず検討、そして調査、それで今度

どういうふうに展開するのだと、一回整理をしよ

うということで集まったのがそのときであります。

それから、冬というキーワードが重要になってま

いりまして、それは認識しておったのですけれど

も、現実には開いていないのが実態でありまして、

本当に冬というキーワードから、利雪・親雪とい

うキーワードから、今名寄市のまちづくりに対し

て非常に大きな観点を占めております。早急にこ

こは対応させていただきたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） なぜそれを言うのか

というと、実は名寄市は安全、安心の都市宣言を

しております。加えて名寄市犯罪のない安全で安

心な地域づくり条例をつくっております。もう一

つは、これに付随する委員会もつくっております。

名寄市犯罪のない安全で安心な地域づくり条例に

基づく協議会であります。先日協議会が開かれま

した。いつになく担当職員の方が熱心で、ぜひ出

席してほしいということで各団体に連絡して、だ

めだったら代理を出してくださいということで、

これは三島部長がよく御存じだと思いますけれど

も、ほとんどの団体の方が代表参加されていまし

た。委嘱状の交付がありました。ところが、その

説明に市長はきょう議会対応で答弁調整のために

来られませんと。なぜこういう２年間の委嘱をし

て、これから安心、安全なまちをつくろうという

ために協議をしようとする場にわずか５分か１０

分その庁議を休んででも来て、辞令交付をして挨

拶をするということができないのか。会議の中で

も委員の中から、２時間近く議論をしましたので、

何でこういうときに長がいないのだという話がや

っぱり出ていましたけれども、私はせっかく条例

をつくって、それを生かさない、利雪・親雪もそ

うでありますけれども、何でそういうことになる

のかというのが本当にわからないのです。一生懸

命皆さん本当に忙しい中、町連協の会長を初め警

察署も事件があったみたいですけれども、署長来

られないので、副署長が来てすぐお帰りになりま

したけれども、やっぱりそうやって皆さん出てき

たのです。それを市長は議会対応で出られません

と。どこかの会議へ行って御挨拶というのならい

いですけれども、答弁調整をしているから出られ
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ないというのは、それは私は説明としては余りに

もやっぱりお粗末と言わざるを得ないですけれど

も、改めて市長はその辺どういうふうにお感じに

なっていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 安全安心地域づくり推進

協議会、非常に大切な会議でございまして、この

会議にどんな用事があったにせよ、出席できず、

委嘱状が直接交付できなかったことはおわび申し

上げたいと思います。加えて今利雪・親雪の条例

に鑑みてのさまざまな委員会の運営だとか、その

時々で設置をした条例が時代の変化とともにそれ

がどんなふうに検証されていき、また運用されて

いくのかということをいま一度それぞれの特に横

串を刺すように組織にまたがるような委員会ある

いはそうした条例については見直さなければなら

ないのかなというふうに改めて考えているところ

でございます。当然地域づくり、安心、安全の会

議に関してもいろんなそれこそ安心、安全をつか

さどる地域の会議等もあろうかと思いますので、

改めてそうしたこと全体を見据えた中でいま一度

そうした会議のあり方についてもしっかりと検証

してまいりたいというふうに思います。申しわけ

ございませんでした。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これは、別に本当に

市長が悪いわけではないのかもしれません。事務

方を含めてしっかりそこを把握していないと、私

は来ている市民の皆さんにやはり違和感を与える

だろうと。特に今さら言う必要もないですけれど

も、その会議は先ほど２時間ぐらいやったと言い

ましたが、１時間過ぎた後、市長のランプはつい

ていました。ということは、市長は戻っていたの

です。だけれども、それでも来られないというの

で、帰るときは皆さんやっぱりそれを見ていくわ

けですので、いるだろうという話になったら余計

不信感を仰いでも困りますので、ぜひそういうこ

とは細心の注意を払っていただきたい。特にこの

種条例については、せっかくつくって、生かすこ

とのための条例ですので、つくることは、これは

議会側もそうでありますが、ベストではなくて、

生かすことがベストですので、その辺は誤解のな

いようにお願いしたいと思います。

それと、大学のことも独立行政法人化について

はまた議論する機会があると思いますけれども、

今回は特に市長選が無投票だということもあって、

ある意味で市長のパンフレットも見ましたけれど

も、あの会報が一つの市長のマニフェストになる

のかなという思いをすると、２期８年間実績を持

った市長がさらに３期目４年間やるときにこれは

やるのだという意気込み、それは新人がやる公約

とは違って、やはり実績を持った市長がやるとい

うことには相当の決意があるのだなと。特にあそ

こは、名寄市立大学の進化というところの次に独

立行政法人の検討というと、独立法人化なくして

進化なしというふうに捉えられても不思議ではな

いという、私はそういうふうに捉えてしまったの

で、市長は検討していくということでありますの

で、これは合意が絶対必要でありますので、ぜひ

そういうふうに慎重にお進めいただいて、いずれ

にしてもいい名寄市づくりのためにさらに３期目

４年間御健闘されることをお祈りして、終わりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

住宅セーフティネット制度について外３件を、

高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、４点御質

問をさせていただきます。

大きい項目１点目、住宅セーフティネットの制

度について御質問いたします。市民生活の安全の

観点から、現在市では名寄市空家等対策計画に基

づき、市内全域の空き家の実態を調査し、把握に

努め、随時更新、削減等を行いながら、データベ

ース化を進めていることと思われます。その中で
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も管理状態が良好な物件は貴重な住宅資源であり、

利活用の促進が望まれるところでございます。所

有者が販売や賃貸等の意向がある場合、物件の利

活用を促進するため、名寄市空家バンクも制度化、

運用されていますが、空き家の実態とその状況の

理事者の御見解をお願いをいたします。

昨年９月定例会で御提案いたしました空き家等

住宅セーフティネット制度についての促進につい

て御質問させていただきました。空き家等を住宅

確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として賃

貸人が都道府県に登録する、自治体が指定するＮ

ＰＯ法人などが居住支援法人として入居希望者を

サポートしてまいるという制度であります。居住

支援協議会には地方公共団体が入り、不動産団体、

居住支援団体が協力し、都道府県に登録、住宅確

保要配慮者の支援を行うとしております。名寄も

北海道に登録をし、北海道との協議の状況につい

てお答えをいただきたいというふうに思います。

市民が住みやすい家やまちをつくっていくため、

将来どんな家に住み、どんなまちに暮らすのかと

いう目標のみんなが安心して愛着を持って住み続

けられる名寄らしい住まい、居住環境の基本理念

のもと名寄市住宅マスタープランにおける官民連

携による住宅セーフティネットの強化についての

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

大きい項目２点目、町内会の加入促進について

お伺いをいたします。町内会加入率は年々減少傾

向にあり、大都市への人口流出や一人世帯の増加、

少子高齢化の影響で町内会加入者は年々減少をし

ておりますが、しかし町内会の地域コミュニティ

ーは、近年大変に重要なコミュニケーションと考

えております。行政として町内会の役割と加入の

現状についての理事者の御見解をお願いいたしま

す。

近年４大化や大型ショッピングセンターの建設

に伴い北部地域や南部地域では共同住宅の建設が

進められております。しかし、町内会では経営者

との協議も進まず、町内会に入らず、広報を配ら

なくてはならない状況が続いております。共同住

宅の加入率、そして名寄市の対策についてをお聞

かせいただきたいと思います。

札幌市では、住民の町内会加入率向上を願い、

町内会加入促進条例を議会提案を設ける方針であ

ります。行政だけでなく、独居高齢者の見守りや

生活道路の除排雪、公園管理、電灯管理、ごみス

テーションの管理などに伴う町内会を人口減少時

代に貴重な地域自治組織と位置づけ、住民から入

りたいと思わせる町内会づくりが大切で、市民に

自治意識が芽生えれば住みよいまちを育てること

につながるため、町内会加入の促進条例の制定を

進めようという考えであります。本市としての考

えをお聞かせいただきたいというふうに思います。

大きい項目３点目、通学路の交通安全対策につ

いてお聞かせをいただきたいと思います。毎日の

ように通学中の小学生、中学生が高齢者等々の交

通事故に遭い、痛ましい事故がふえ続けておりま

す。本市の各学校の交通安全対策の現状について

お聞かせをいただきたいというふうに思います。

名寄中学校の手押し信号、国道４０号新名寄橋

手信号、西１０条南１１丁目手押し信号の青の作

動中、子供が渡っていても車両が進入するし、車

が大変多く、父兄から交通事故がいつ起きてもお

かしくないということをお聞きし、今回質問させ

ていただいております。今まで横断歩道の要望や

横断歩道は車道が曲がっているため横断歩道は設

置できない等々ありました。今回手押し信号機が

設置されているために、その手押し信号が作動中

は歩車分離方式として信号機の設置ができないか

という父兄からのお願いがありましたので、その

部分をお聞かせをいただきたいと思います。

また、国道４０号新名寄橋で冬期間豊栄川歩道

通路に進入する際、道路がつるつるで車道を一度

出て歩道の通学路に入らなければいけない。小学

生には大変危険である。新名寄橋の欄干を短くし、

歩道を直接つけられないかという、開発に要請で

きないかというお話がありました。次世代を担う



－163－

平成３０年６月２０日（水曜日）第２回６月定例会・第４号

子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故か

ら守ることが重要なことと思います。この対策に

ついて理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目４点目、名寄市営球場の現状につい

てお聞きをしたいと思います。名寄市営球場は、

昭和４７年に開設され、昭和５５年、平成７年と

大規模改修を終え、今に至っていると思います。

いろんな方が質問をし、予算の工面もあり、また

いろんな部分で改修ができないというお話があり

ました。少年野球で試合観戦している子供のユニ

ホームに緑の塗料がついてしまう、観客席の整備

はどうなっているのかというお聞きをしておりま

す。また、大会期間中駐車場が狭く、駐車場対策

は何とかならないのかというお話があります。こ

の件について理事者の御見解をお願い申し上げ、

壇上での質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高橋議員からは、大項目

で４点にわたって質問をいただきました。大項目

２の小項目１、町内会の役割と加入率の現状につ

いてのうち、町内会の役割と現状については私か

ら、加入率の詳細について及び小項目２、３につ

いては総務部長、大項目１及び大項目３の小項目

２、３については建設水道部長、大項目３の小項

目１及び大項目４については教育部長からそれぞ

れ答弁となります。

大項目の２、町内会の加入促進について、小項

目１、町内会の役割と加入率の現状についてのう

ち、町内会の役割と現状についてお答えをいたし

ます。町内会につきましては、住みよい地域社会

を築き、地域の防災、防犯、環境美化など協働の

まちづくりを進めていくための重要な基盤となる

組織であると認識をしており、町内会により主体

的な活動が活発に行われていることから、それを

促進するための支援を行っているところです。し

かし、一方では少子高齢化や生活様式と価値観の

多様化により地域連帯感が希薄化となり、町内会

の加入率の低下など課題があることも認識をする

ところでございます。

町内会の加入率につきましては、風連地区が住

民自治組織を行政区から町内会へ移行した平成２

２年度より、名寄市全体の町内会加入率を算出し

ておりますが、加入世帯数、加入率ともに減少傾

向が続いているところであり、自治コミュニティ

ーの基礎となる町内会の運営に厳しさが増してい

る状況と認識をしているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、初めに大

項目の２、町内会の加入促進について、小項目１

の加入率の詳細についてお答えいたします。

町内会加入率につきましては、平成２２年度よ

り名寄市全体の町内会加入率を算出しており、平

成２２年度では１万 ００２世帯のうち加入世帯

１万７６７で加入率８ ８１％、平成２８年度で

は１万 ８５２世帯のうち加入世帯が１万４３で

加入率７ １４％、平成２９年度では１万 ６９

４世帯のうち加入世帯が ８９８で加入率７ ９

７％となっているところです。

次に、小項目２、共同住宅の加入率と対策につ

いてお答えいたします。町内会の加入状況につき

ましては、共同住宅や戸建てなどを区分した加入

状況の把握は困難なため、全体的な加入状況の把

握までとなっています。共同住宅の建設後に居住

されている世帯の町内会加入が進まない点につき

ましては、それぞれの町内会の工夫による加入促

進策として加入案内チラシの配布や町内会報によ

る活動案内、行事の周知をするなど、未加入者へ

呼びかけや町内会からの情報発信が実施されてい

るところです。このほかでは、共同住宅に限らず

加入促進の対応として、転入者に対して市役所窓

口での加入案内を実施しております。さらに、市

の広報紙、ホームページのほか町内会連合会で発

行しております連合会だよりにおいて加入案内と

あわせて町内会活動の必要など周知を行い、地域

づくりへの参加についてもお願いしているところ

でございます。
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次に、小項目３、町内会加入促進条例の考え方

についてお答えいたします。札幌市を初め全国で

も幾つかの自治体で住民参加のまちづくりを推進

することを目的とした条例制定や制定に向けた取

り組みがあるところと認識しております。防犯、

防災や環境美化など町内会の自主的な活動を通じ

て住民の地域自治意識が地域に根づいており、行

政としてもその活動を支援しているところであり

ますが、人口減少や生活様式の多様化による町内

会活動の参加者の固定化、減少などの声も聞かれ

るところです。地域自治につきましては、本市の

まちづくりを進める原則的な考え方として名寄市

自治基本条例を定めており、自治コミュニティー

の基礎的な組織である町内会活動への参加につい

ても促しているところです。新たな条例を設置し、

さらなる住民参加の気風をつくり上げる必要性も

認識しているところですが、現段階では自治基本

条例の基本原則に沿って行政としても町内会と連

携しながら広報活動などを通し、住民意識啓発を

継続していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、私か

らは大項目１、住宅セーフティネット制度につい

て及び大項目３、通学路の交通安全対策について

の小項目２、手押し式信号機設置箇所の歩車分離

について、同じく小項目３、冬期間における新名

寄橋の周辺等通学路の安全対策について答弁させ

ていただきます。

大項目１の住宅セーフティネットについては、

小項目１から３と一括してお答えをさせていただ

きます。初めに、小項目１、空き家、空き室の状

況と対策についてお答えいたします。空き家の状

況については、この間も地域の協力を得ながら実

態把握に取り組んでまいりましたが、より詳細な

実態把握を行うため、大手地図メーカーのデータ

を基礎資料とし、平成２９年度において名寄地区

市街地の空き家と思われる戸建て家屋データ３３

０件の概況や破損状況、敷地内の立木、ごみなど

の実態について目視調査を実施しております。内

訳としましては、空き家と確認できた物件につい

ては１７３件、市民等が居住し、空き家ではなく

なった物件については６２件、解体されていたも

の６２件という状況となっております。また、公

務員住宅等は居住していませんが、国や北海道が

管理をしている物件が３３件含まれておりました。

今年度においては、名寄地区農村部や智恵文地区、

風連地区の１００件程度の家屋について調査を実

施し、市内全域の実態把握を行いたいと考えてお

ります。また、基礎データにおける集合住宅等の

空き家等について目視調査を行っておりませんが、

件数には約３００件程度が示されております。

名寄市空家等対策計画に基づいた空き家の利活

用促進に向けた名寄市空家バンクについては、開

設以降いまだ登録がない現状であります。現在の

名寄市においては、住宅に対する需要と供給が集

合住宅も含め市場に流通している物件の中で需要

を満たしていると考えており、空家バンクを介し

た利活用までは広がりを見せておりませんが、今

後も制度としての運用は協定を結んでおります宅

地建物取引事業者にも協力をいただきながら継続

してまいります。

次に、小項目２、北海道との協議状況について

お答えいたします。北海道では、平成２９年１０

月に住宅セーフティネット法の一部改正に伴い、

新たな住宅セーフティネット制度として北海道居

住支援協議会を立ち上げており、各自治体には協

議会への参加意向を打診があり、名寄市において

も参加することを決定してきたものです。現在参

加自治体数は１４７市町村ということであります。

北海道居住支援協議会は、今後年１回開催される

予定であり、内容としては民間賃貸住宅に関する

情報の共有、居住支援方策の検討、構成員が実施

する施策等について協議を行い、豊かで住みやす

い地域づくりと福祉の増進に寄与することを目的

としています。今後は、道内の居住支援に関する
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情報を協議会の関係者間で共有、協議を進めるこ

とができるようになるため、名寄市内の住宅確保

要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人に対して民間賃

貸住宅への円滑な入居促進など新たな住宅セーフ

ティネット制度の情報提供などを進めてまいりた

いと考えております。

次に、小項目３、名寄市住宅マスタープランに

おける官民連携による住宅セーフティネットの強

化についてお答えいたします。名寄市住宅マスタ

ープランの策定において、少子高齢化や人口減少

など住生活をめぐる課題を踏まえて、住宅施策の

方向性をわかりやすくするため、暮らしの持続、

安心できる暮らしなどの目標とともに、重点的に

取り組むべき施策として民間事業者が整備する賃

貸住宅の活用も含めた住宅セーフティネットの役

割について示しております。名寄市の住宅支援は、

公営住宅による居住の確保を中心に展開していま

すが、少子化や高齢化とともに今後は住宅確保要

配慮者の増加により居住支援のニーズが高まるこ

とが予想されます。民間事業者の中では、既にサ

ービスつき高齢者向け住宅などの整備が進められ、

公営住宅以外でのセーフティネットとしての多様

性も進展していると認識していますが、市内には

民間の賃貸住宅が多く存在し、真に住宅が困窮さ

れる方や居住支援ニーズがどこにあるかなど現時

点では実態が明らかではない部分もあります。将

来の住生活や居住の安定確保が図られるよう庁内

福祉関係部署等との情報共有のみならず、民間不

動産業者や事業者との連携によって市民の多様な

住生活に対応していけるよう住宅マスタープラン

の立ち上げに努めてまいりたいと考えております。

続いて、大項目３、通学路の安全対策について

の小項目２、手押し式信号機設置箇所の歩車分離

についてですが、当該地点の信号機の設置につい

てはこれまでも地域、ＰＴＡ等からも要望もあり、

市内１９カ所の信号機や横断歩道、標識の設置等

について本年１月２４日付で名寄警察署を通じ市

として要望を上げているところです。ほかの要望

も含め引き続き解決策を求め、通学路の安全対策

としての位置づけにおいて今後も関係機関と協議

をしてまいります。また、学校を通じても児童生

徒に対し登下校時の当該地点を横断する際の注意

喚起を行ってまいります。

次に、小項目３の冬期間における新名寄橋周辺

通学路の安全対策についてお答えいたします。名

寄南小学校の通学路である市道南１３丁目通、通

称１６線でございますが、名寄南小学校玄関や市

営南プールを結ぶ豊栄川に架設されたみなみっこ

橋が接続している河川沿いの舗装道路には、北海

道管理河川であります豊栄川の管理用道路として

整備されてまいりました。また、国道４０号新名

寄橋は、廃線となったＪＲ深名線と交差していた

国道４０号深名跨線橋が解体された後に豊栄川を

渡る橋梁として新しく整備されました。この管理

用道路と新名寄橋の歩道部については、約３０メ

ートルの間接続がされておらず、管理用道路を新

名寄橋に向かってきた場合、道路が切れた箇所か

らは車道を通るか、または南側の歩道へと車道を

横断することになり、議員からの御質問と同様の

内容で小学校関係者やＰＴＡからも要望をいただ

いている案件でもあります。豊栄川の管理用道路

造成時に北海道に対し新名寄橋の歩道への接続を

協議しましたが、接続先である新名寄橋の歩道と

は高低差があり、接続した場合、河川側に土盛り

分ののり面が生じ、河川断面を確保することがで

きなくなることから、歩道への接続は構造的に無

理となり、現在の施行に至った経緯がございます。

これまでも注意喚起の看板の設置などを行ってお

りますが、今後の対策といたしましても歩道への

接続や横断歩道の設置は現状ではすぐには難しい

ため、積雪により道路が狭くなる冬期間において

は特に危険なことであることから、通学路の除排

雪や児童が車道を横断する場合の箇所の砂まきの

回数をふやすなど対応を徹底してまいりたいと考

えておりますので、御理解願います。

以上、私の答弁とさせていただきます。
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〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

通学路の交通安全対策について、小項目１、通学

路の交通安全対策の現状について、あわせて大項

目４、名寄市営球場の現状についてお答えします。

まず、大項目３、小項目１の通学路の交通安全

対策ですけれども、本市での通学路における交通

安全対策について、信号機や横断歩道などの設備

整備につきましては毎年度各学校からＰＴＡ連合

会を通じ市に要望が出され、担当部署から関係機

関への働きかけがなされているところです。しか

し、関係機関も厳しい財政事情の中にあり、なか

なか要望どおりの整備は進んでいませんが、引き

続き通学路の安全確保のための取り組みを進めて

いきたいと考えています。

また、各学校での交通安全指導や見守りなどの

取り組みにつきましては、各学校と家庭、地域、

関係機関が協力した交通安全教室や教職員による

街頭指導が行われたり、保護者や安全安心会議、

地域の方々の通学路上での見守りなどが実施され

ているところです。市としましても女性交通安全

教育指導員を複数校に配置するなど、通学時の安

全対策に努めております。今後教育委員会としま

しては、名寄警察署、道路管理者、校長会やＰＴ

Ａ等の関係機関をメンバーとした（仮称）名寄市

通学路安全推進会議を設置し、継続的な通学路の

安全を確保するため、合同点検を行うなど効果的

な対策を実施するとともに、対策実施後の検証も

行いながら対策の改善、充実を進めることができ

る体制づくりに努めていきたいと考えております。

続いて、大項目４、名寄市営球場の現状につい

てお答えします。まず、小項目１の観客席の整備

についてですが、名寄市営球場については年間約

０００人を超える利用があり、昨年は少年野球

の全道大会が行われるなど毎年２０以上の大会が

開催され、子供から大人まで幅広く利用されてお

ります。市営球場の観客席の整備につきましては、

平成２５年にスコアボードの大規模改修にあわせ

て観客席の塗装を行ってきたところです。

議員から指摘のあった観戦中の観客の衣服や選

手のユニホームに塗装が剥がれて付着している事

案については、現地を確認したところ、何らかの

手だてを講じる必要がある状況と考えております

ので、指定管理者である体育協会とも対応を検討

していきたいと考えております。

次に、小項目２の市営球場の駐車場対策につい

てお答えをします。市営球場を御利用される皆さ

んには、名寄公園の共用駐車場を利用していただ

いており、専用の駐車場はございません。特に少

年野球の大会においては、子供たちの応援に多く

の保護者の皆さんが球場に駆けつけていただいて

いることから、球場近くの駐車場は大会関係者、

選手、応援者の車両並びに公園利用者の車両で満

車になることが多く、御不便をおかけしていると

ころです。市営球場のあり方については、これま

でに議会においても駐車場整備以外にも本球場や

サブ球場の改修など御要望をいただいているとこ

ろですが、財政上の理由等により市民ニーズに合

った整備ができていない状況にございます。今後

につきましても改修に係る財源確保と市全体の公

共施設の整備計画とのバランスを図りながら、ス

ポーツ施設の整備を検討するとともに、野球大会

を運営する野球連盟とも協議しながら、何らかの

駐車場対策を講じていきたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大変ありがとうござ

います。再質問をさせていただきます。

今住宅セーフティネット制度については、あし

た審議がありますので、ちょっと言って終わりた

いなというふうに思っています。空き家自体が名

寄市は結果３３０あって、空き家１７３、そして

使用中が６２、除去６２、そして公営住宅が入っ

ていないですけれども、３３あるということで、

それでも約１００件ぐらいは空き家としてあると
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いうことだと思うのです。この現状は、使えるの

か、使えないのか押さえていると思うのですけれ

ども、その状況というのはどうなのか、ちょっと

教えていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） １７３件のうちの使

用できそうな家ということなのですが、これは９

４件居住ができそうだということで報告を受けて

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。先ほどの話では、なかなか住宅メーカーと地

域、居住支援協議会とのお話し合いで、解体され

ているので、大丈夫ですよという状況だったので

すけれども、やはりこのセーフティネット、住宅

確保困難者が低所得者の方の高齢者、障がい者、

そして子育てやっている母子家庭だとか父子家庭

の方々ですので、協議会、北海道入られたので、

ぜひ北海道の協議会に参加して進められていただ

きたいなということをお願いして、セーフティネ

ットは終わらせていただきたいと思います。

次に、町内会の加入促進についてということで

質問をさせていただきます。まず、加入率が２２

年が８ ８１、７ １４、７ ９７という、だん

だん、だんだんやっぱり下がってきている状況に

あります。中村総務部長は、この７ ９７という

のは多いのか少ないのか、自分としてはどう考え

ておられるのか、ちょっとお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 加入率について多い

のか少ないのかということですけれども、なかな

か難しい、言ってしまえば皆さん、地域の方が町

内会に加入をされて、町内会活動はもちろんです

けれども、いろんな行事にも参加をいただくとい

うことでいえば、当然１００％ということで町内

会のほうも目標にされているでしょうし、私ども

もそうあってほしいなというふうには思っていま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 総務部長が言うとお

り、１００％を目指して、１９４３年ですか、こ

れはほとんど加入が皆さん入らなければならない

ので、１００％だったのですけれども、今の従来

から地域コミュニティーづくりに大きく寄与して

きた町内会、そしてこの機能が本当に必要だとな

ったのは、東日本大震災が起きて、地域住民がこ

の自治組織が防災、そしていろんな観点から高齢

者の見守りだとか部分で、必要を再認識されてこ

られたというのが現状なのです。そして、その一

方で都会には先ほど言ったように人口が入り込ん

で、一人世帯の方がふえ、サラリーマン世帯の方

がふえ、そして自治会に入る方がなかなかいなく

なってきたという部分だと思うのです。ほとんど

共同住宅に入っている若者世帯だとか、一人世帯

の方が入れないというのが現状みたいなのですけ

れども、名寄市もやはり職員の方々も独身の方お

られますし、消防署も独身の方大分おられますし、

病院等も独身の方々が相当おられると思うのです。

ばらばらでもいいですし、一緒にまとめてでもい

いので、職員としてこの町内会の加入状況という

のは７ ９７％と比べたらどんなものなのか、ち

ょっとわかれば教えていただきたいなというふう

に。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） データとしては、少

し古い２５年のデータですけれども、全体として

は市役所、大学、消防、病院、この区分で調査さ

せていただいたら、２５年で８ ８％という数字

となっております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。８

８ということで、安心はしました。安心したので

すけれども、ぜひ役員に、町内会入って活動して

いただきたいというふうに思っております。
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先ほど札幌では自治加入条例を議員提案で出し

ていくという部分なのですけれども、一番最初の

先駆けというのは高森町の町民参加条例が一番最

初なのです、その制定に至った経緯というのは。

自治組織に加入して、自主的かつ主体的に自治活

動をしていく、参加することが住民参加であると

いう認識のもとやられている。先ほど中村部長は、

名寄は自治基本条例の中に町内会に参加するとい

うふうにうたっているので、必要ありませんとい

う、そんな怒らないで聞いてください。やっぱり

行政と協働の主体性を持って町内会という活動を

していかなければならないですし、住民集合体と

言える町内会が必要が強く意識されている状況だ

というふうに私は認識はしているのですけれども、

東日本大震災が起きて自治が重要になってきてい

るという認識は町内会活動している人はわかって

はきているのです。でも、なかなかわからない人

がいます。先ほど札幌の自治加入条例をつくると

いったときに町内会に入りたいとなるような組織

ではなかったらだめだよというふうに言われたの

です。そして、先ほど中村総務部長が名寄に住民

が来たときに加入しましょうという通知を出され

ているということで、１枚もらいました。これで

すよね。こっちですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（高橋伸典議員） 窓口に渡したときは

こっちですよね。やっぱりこれではちょっと町内

会に入りたいなという雰囲気にならないかなとい

う部分があるものですから、もうちょっと工夫を

していただいて、名寄に来たときにこんなすばら

しい町内会だったら私も加入したいわというよう

な部分というのは何とかできないのかどうかお聞

かせをいただきたいなという。インターネットに

も何か町内会加入の用紙があったのですけれども、

持ってきたかったのですけれども、名寄がこうな

ので、余り変なものを見せると悪いかなと思いま

して、これを何とかいい状況にできないのかなと

いう。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今言われているのは、

市役所の転入の際の窓口のときにということです

ね。それについては、改めて何かいい、町内会に

加入をいただけるような方策がないか内部では話

をしていきたいというふうに思っています。あわ

て御承知かというふうに思いますけれども、名寄

市の広報のほうでも町内会加入というのを出させ

ていただいていますし、これがいいかどうかは別

にして、これではまたなかなか加入促進にならな

いと言われるかもしれませんけれども、こういう

広報でも出させていただいていますし、本当に小

さいのですけれども、実は相当毎月のように出し

てはいます、町内会の案内について。市役所の中

で何ができるかということでいえば、転入者に対

する窓口での御案内ですとかということでありま

すし、広報を通じてということなのですけれども、

たまたま今回５月末に御承知のとおり鈴石会があ

りまして、その中で私のほうから特にことし転入

をされた各企業職場の皆さんについて、このチラ

シと加入用紙をもって説明をさせていただいてい

るところでございます。実績としては、まだなか

なか鈍いわけですけれども、そういったお願いも

させていただいていることについてぜひ御理解を

いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 御理解はいたします。

理解するのですけれども、なかなか進んでこない

というのが現状かなという部分がありますので、

私たちも努力をします。行政でもやっぱりしっか

りこの加入の部分は努力していただきたいのと先

月うちの町内会でも共同住宅の方々に何十件とチ

ラシを配って案内の会合をやりました。一人も来

なかったです。すごく寂しいものですね、ああい

うのは。うちらの努力も足りないのかなという部

分がありますけれども、行政としてもしっかりこ

の町内会加入できる体制を整えていただきたいと
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思うのです。

そして、加入促進の条例をつくるという部分で

は、共同住宅、最初言ったところもそうですし、

大都市でも加入促進条例をつくっているところと

いうのは共同住宅を入らせるためにつくっている

ところが多いのです。目的としては、加入促進と

自治の活動の活性化を図るためなのだけれども、

それが主な目的なのですけれども、もう一つは集

合住宅の建設に際して事前協議、手続等の条例を

定めているのです。部長わかっているように、私

の友人もそうですけれども、札幌のマンションや

何かは家賃と一緒に別個に町内会費取られるので

す。こういう状況が名寄でもこの条例をつくれば

できるのかなという、自治基本条例があるからあ

れなのですけれども、これはどうなのでしょうか

というか、こういうところをやっているというと

ころあるのです。名寄としてはどうなのかという

考えがあれば、ちょっとお聞かせをいただきたい

なというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 確かに私の息子も札

幌にいたときに、きっと家賃の中ではなくて管理

費の一部みたいなことで、少し名目上があってと

いうことだというふうには理解しています。ただ、

いずれにしてももともと町内会が任意団体ですし、

町内会費についてもこれは実は最終的に納める、

納めないというのはやっぱり個人の判断になるの

かなというふうに考えていまして、果たして業者

の皆さんと契約をして、例えばそれが入居の条件

になっている、当然契約するわけですけれども、

契約したとしても実際に住む方が払うかどうかっ

てこれはまた別問題なのかなというふうに理解を

していまして、議員のほうからそういう条例の関

係あるいは町内会費に関して、特に集合住宅につ

いて目的意識を持って少しやってほしいというこ

とだと思いますので、その辺は改めて連合町内会

含めて考えさせていただきたいというふうに思っ

ていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。やはり各町内会もすごく御苦労されているの

が現状です。そういう部分で行政も汗を流してい

ただいて、町内会の気持ちにちょこっとでも入れ

るような体制を整えていただきたいことをお願い

します。

次、通学路の交通安全対策についてお伺いいた

します。平成３０年春の全国交通安全運動推進要

綱が中央交通安全対策会議交通対策本部決定で出

されました。そして、この中の目的は交通安全に

対してです。でも、５項目の運動重点の４つのう

ち、１番目に書かれているのが次代を担う子供の

かけがえのない命を社会全体で交通事故から守る

ことが重要であるにもかかわらず、依然として道

路において子供が危険にさらされていること、特

に新年度になり、入学や進級を迎える４月以降に

小学生の歩行中または自転車乗用中の交通事故が

増加傾向にあるというふうに、そしてこれを安全

対策をしていこうと４点あるのですけれども、そ

れに書かれております。私は、現地も何回も見て

いますし、本当に危険なのはすごく危険なのです。

でも、毎回この質問が出るときには道路が曲がっ

ているから横断歩道つけられないよ、あれだから

信号つけられないよ、あとはもう安全対策しかな

いのだよという部分はわかるのですけれども、ど

うすれば、父兄の方々は手信号青なのに、子供渡

っているのにこうやって曲がって横断歩道に入っ

ていっているという状況を見て、やはり安全では

ないなというのは皆さん思うと思うのです。それ

を少し行政と町内会も心配されていますし、父兄

も心配されているので、しっかりそこらの対策を

やっぱり進めていったほうがいいのかな。学校で

道路の安全対策の指導をするのは当然です。それ

は当然なのです。でも、その前に我々の行政と議

会、そして関係者がそこの危険箇所を改善してい

くというのが一番最初かなと私は思っている。安

全対策をやるのは当然だから、それを変えていか
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なければいけないというのが我々行政との動きか

なというふうに思っているのですけれども、どの

ようなものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） まさに議員今おっし

ゃられたとおりだと思っていまして、先ほど答弁

の中で交通安全に関する要望というのはかなりい

っぱい出てくるのです。年間に１０件とか２０件

とか出てまいりまして、それは実はまとめてペー

パーにして警察のほうに要望を出すという形態を

とっているのです。ただ、これだと今おっしゃら

れた地域の要望とか、生の声とか、そういうもの

は伝わらないのではないのかなという、そういう

思いもありまして、実は今回豊西小学校の通学路

の関係、当然横断歩道ですとか、そういう関係、

それとＥＮ―ＲＡＹホールの関係もありました。

こういう一覧表でまとめて要望を出すというので

はなくて、ある程度地域の方含めて、要望する方

を含めて生の声を警察署のほうに届けるような形

態とれないかということで考えておりますので、

機会があれば後ほど相談させていただきたいなと

思っておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。やはり生の声にするのか、あそこはもう１０

年来ずっと父兄から安全対策をしてほしいと出て

いる場所なのです。私の息子が中学校時代からず

っともう出ている部分のところですから、それが

やっぱりいまだにできない。何かあって交通事故

でも起きればすぐ警察は対応するのですけれども、

公安は対応するのですけれども、その前にやっぱ

り起きない体制をつくるのが大切かなというふう

に思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

最後に、名寄市営球場について、緑の部分は改

善をさせていただくということで、早急に対応し

ていただきたいなというふうに思います。

先ほど部長言っていましたが、公共施設の整備

計画の中で、やはり名寄市営球場がおくれている

原因、名寄に２万 ５００ぐらいの人口で球場が

２つが必要なのか、風連がいいから風連にしっか

りやるのか、名寄は残しておくのかという、そこ

ら辺もかかわってくるのかなという部分があると

思うのですけれども、今現時点では両方使われる

という部分で考えているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほど答弁の中で申

しましたけれども、名寄球場、サブ球場含めて

０００人ほど年間利用者がございます。また、風

連の球場につきましても大体年間 ０００人程度

の利用がございます。全道大会規模の野球大会に

なりますと大体少なくても３球場が必要だという

こともございまして、その面では非常に２球場あ

るということは大会誘致の中でも有利に進んでお

ります。名寄球場につきましては、普通の大会の

ほかにも朝野球ということでチームが試合をやっ

ておりますので、名寄市内のチームですから、そ

のチームが風連に行ってやるというのはなかなか

現実的ではないということもございますから、当

面の間は利用状況もありますので、名寄球場、風

連球場は使っていきたいなというふうには今の段

階では考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

予算の関係もありますけれども、観覧席や何かの

ときに服に塗料がつくというのもちょっと厳しい

のかなというふうに思いますし、予算余りかけず

に改善されることをお願い申し上げるとともに、

両方の球場を使うのであれば駐車場対策をしっか

り野球連盟と御相談いただいて、対応していただ

くことをお願い申し上げ、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。
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お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 熊 谷 吉 正


